
提出予定議案等説明資料

◆　開会日提案
 補正予算 ７ 件
 条　　例 １１ 件
 （新制定２、全部改正３、一部改正６）
 一　　般 ６ 件
 合　　計 ２４ 件

令和７年度草津市一般会計補

正予算（第４号） 補正額 千円

令和７年度草津市国民健康保

険事業特別会計補正予算（第 補正額 千円

２号）

令和７年度草津市学校給食セ

ンター特別会計補正予算（第 補正額 千円

１号）

令和７年度草津市介護保険事

業特別会計補正予算（第２号 補正額 千円

）

令和７年度草津市後期高齢者

医療特別会計補正予算（第２ 補正額 千円

号）

令和７年度草津市水道事業会

計補正予算（第１号） 補正額 千円

１,２１６，１９３

６，３１１

議
第
86
号

２，１２４

議
第
87
号

１８，５０６

議
第
89
号

１５，２０６

議
第
88
号

５０３

令和７年１１月定例市議会議案一覧表（開会日提案）
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85
号
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号
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令和７年度草津市下水道事業

会計補正予算（第１号） 補正額 千円

草津市議会議員の議員報酬お 期末手当の支給割合の変更

よび費用弁償等に関する条例

の一部を改正する条例案

（施行日：公布の日等）

草津市職員の給与に関する条 期末手当等の支給割合の変更、給料表の改定等

例等の一部を改正する条例案

（施行日：公布の日等）

草津市職員等の旅費に関する 国家公務員との均衡を図るための改正

条例の一部を改正する条例案

（施行日：令和８年４月１日）

草津市手数料条例等の一部を 使用料および手数料の見直しに係る改正等

改正する条例案

（施行日：公布の日等）

 

草津市特定教育・保育施設お 法改正による引用条項ずれの解消に伴う改正等

よび特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例

案（全部改正）

（施行日：公布の日）

草津市家庭的保育事業等の設 法改正による引用条項ずれの解消に伴う改正等

備および運営に関する基準を

定める条例案（全部改正）

（施行日：公布の日）

草津市放課後児童健全育成事 法改正による引用条項ずれの解消に伴う改正等

業の設備および運営に関する

基準を定める条例案（全部改

正）

（施行日：公布の日）

議
第
90
号

議
第
91
号

８，８９３

補
正
予
算

議
第
95
号

議
第
96
号

議
第
97
号

議
第
93
号

議
第
92
号

議
第
94
号

条
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　
　
例
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草津市乳児等通園支援事業の 法改正による乳児等通園支援事業の設備および

設備および運営に関する基準 運営に関する基準を定める条例の制定

を定める条例案

（施行日：令和８年１月１日）

子ども・子育て支援法施行規 内閣府令で定める時間に関する経過措置を定め

則の一部を改正する内閣府令 る条例の制定

附則第２条第１項の経過措置

を定める条例案

（施行日：令和８年４月１日）

草津市上水道事業給水条例の 災害その他非常の場合の給水装置工事事業者の

一部を改正する条例案 範囲拡大に係る改正等

（施行日：公布の日）

草津市下水道条例の一部を改 災害その他非常の場合の排水設備等工事事業者

正する条例案 の範囲拡大に係る改正

（施行日：公布の日）

指定管理者の指定につき議決 草津市立草津駅前地下駐車場の指定管理者の

を求めることについて 指定

指定管理者　大五産業株式会社

指定期間　　５年

指定管理者の指定につき議決 草津市立草津駅東自転車駐車場の指定管理者

を求めることについて の指定

指定管理者　ミディ総合管理株式会社

指定期間　　５年

指定管理者の指定につき議決 草津市立南草津駅自転車自動車駐車場の指定

を求めることについて 管理者の指定

指定管理者　一般社団法人草津市勤労者福

　　　　　　祉サービスセンター

指定期間　　５年

議
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号
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号
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号
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指定管理者の指定につき議決 草津市立社会体育施設等の指定管理者の指定

を求めることについて 指定管理者　くさつスポーツアクティブ事

　　　　　　業体

指定期間　　５年

指定管理者の指定につき議決 草津川跡地公園（区間２）および草津川跡地公

を求めることについて 園（区間５）の指定管理者の指定

指定管理者　草津川跡地公園マネジメント・

　　　　　　パートナーズ

指定期間　　５年

都市公園を設置すべき区域の 草津市東草津一丁目の一部ほか

決定につき議決を求めること 面　積　　　約２６，０００㎡

について

一
　
　
　
　
　
　
　
　
般

議
第
107
号

議
第
105
号

議
第
106
号
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令和７年１１月 定例市議会 提出予定議案（開会日）  

【補正予算】 

議第 ８４ 号 令和７年度草津市一般会計補正予算（第４号） 

議第 ８５ 号 令和７年度草津市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

議第 ８６ 号 令和７年度草津市学校給食センター特別会計補正予算（第１号） 

議第 ８７ 号 令和７年度草津市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

議第 ８８ 号 令和７年度草津市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

議第 ８９ 号 令和７年度草津市水道事業会計補正予算（第１号） 

議第 ９０ 号 令和７年度草津市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

【条  例】  

議第 ９１ 号 草津市議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例案（一部改正） 

… 令和７年人事院勧告および滋賀県人事委員会勧告に基づく国、県の改正の動向を 

踏まえ、市議会議員の期末手当の支給月数を０．０５月分引上げ 

   【現行】年間３．４５月 → 【改正】年間３．５０月 

 

（施行日：公布の日等） 
 

議第 ９２ 号 草津市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案（一部改正） 

… 令和７年人事院勧告および滋賀県人事委員会勧告に基づく国、県の改正の動向を 

踏まえ、市職員の月例給、期末手当および勤勉手当の支給月数ならびに通勤手当の 

改正等 

【月例給】 

民間給与との較差を解消するため、若年層に重点を置きつつ、その他の職員も

重点を置き、月例給の引上げ 

（草津市平均給料表改定率３．３４％） 

・初任給を大卒は１２，０００円、高卒は１２，２００円、平均給料月額は 

１０，３８７円の引上げを基本に改定 
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【期末手当等】 

①一般職員等（下記②③④以外の職員）の令和７年度以降の期末手当の支給月

数を０．０２５月、勤勉手当の支給月数を０．０２５月分引上げ 

    期末手当 【現行】年間２．５０月 → 【改正】年間２．５２５月 

勤勉手当 【現行】年間２．１０月 → 【改正】年間２．１２５月 

②再任用職員および任期付短時間勤務職員の令和７年度以降の期末手当の支給

月数を０．０２５月、勤勉手当の支給月数を０．０２５月分引上げ 

期末手当 【現行】年間１．４０月 → 【改正】年間１．４２５月 

勤勉手当 【現行】年間１．００月 → 【改正】年間１．０２５月 

③特定任期付職員の令和７年度以降の期末手当の支給月数を０．０２５月、勤

勉手当の支給月数を０．０２５月分引上げ 

期末手当 【現行】年間１．９０月 → 【改正】年間１．９２５月 

勤勉手当 【現行】年間１．７５月 → 【改正】年間１．７７５月 

④特別職(＊)の令和７年度以降の期末手当の支給月数を０．０５月分引上げ 

期末手当 【現行】年間３．４５月 → 【改正】年間３．５０月 

＊特別職：市長、副市長、教育長および常勤監査委員 

      【通勤手当】 

        自動車通勤の新たな距離区分の創設および駐車場代分の手当額の引上げに係る 

改正等 

◆改正条例 

         ・草津市職員の給与に関する条例（第１条、第２条） 

         ・草津市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（第３条、第４条） 

         ・草津市長および副市長の給与等に関する条例（第５条、第６条） 

         ・草津市教育委員会教育長の給与等に関する条例（第７条、第８条） 

・草津市常勤監査委員の給与等に関する条例（第９条、第１０条） 

 

（施行日：公布の日等） 
 

議第 ９３ 号 草津市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例案（一部改正） 

… 国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴い、国内外の経済社会情勢の変化

に対応するとともに、国家公務員との均衡を図るため、旅費の支給対象の見直しおよび

実費弁償を原則とする規定の整備に係る改正等 
 

（施行日：令和８年４月１日） 

 

議第 ９４ 号 草津市手数料条例等の一部を改正する条例案（一部改正） 

… 第２期草津市行政経営改革プランに基づく使用料および手数料の見直しに係る改正等 
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使用料等見直し 改正項目一覧（条例事項に係るもの） ※引き上げた項目のみ記載 

 

No. 項目 改正条例
現行料金
（円）

改定案
（円）

改定率

午前 1,300 1,400 7.7%

午後 1,400 1,600 14.3%

夜間 1,600 1,800 12.5%

午前・午後 2,700 3,000 11.1%

午後・夜間 3,000 3,400 13.3%

全日 4,300 4,800 11.6%

午前 400 500 25.0%

午前・午後 900 1,000 11.1%

全日 1,500 1,600 6.7%

午前 900 1,000 11.1%

午後 1,800 1,900 5.6%

全日 2,700 2,900 7.4%

午前 2,800 2,900 3.6%

午後 5,500 5,900 7.3%

全日 8,300 8,800 6.0%

午前 900 1,000 11.1%

午後 1,200 1,300 8.3%

夜間 1,600 1,700 6.3%

午前・午後 2,100 2,300 9.5%

午後・夜間 2,800 3,000 7.1%

全日 3,700 4,000 8.1%

午前 900 1,000 11.1%

午後 1,200 1,300 8.3%

夜間 1,600 1,700 6.3%

午前・午後 2,100 2,300 9.5%

午後・夜間 2,800 3,000 7.1%

全日 3,700 4,000 8.1%

使用料

会議室（80㎡を超える）

草津市立
教育集会
所設置条

例

3 教育集会所使用料

草津市立
隣保館条

例
隣保館使用料4

2
図書館会議室等

使用料

草津市立
図書館設
置条例

1

会議室

区分等

会議室（80㎡を超える）

地域まちづくり
センター使用料

草津市立
地域まち
づくりセ
ンター条

例

大会議室

大会議室

その他の部屋
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No. 項目 改正条例
現行料金
（円）

改定案
（円）

改定率

午後 1,000 1,100 10.0%

午前・午後 1,800 1,900 5.6%

午前 1,100 1,200 9.1%

午後 1,500 1,600 6.7%

午前・午後 2,600 2,800 7.7%

6
障害者デイサービ

ス事業使用料
700 1,000 42.9%

第1種障害者 1回 220 240 9.1%

第2種障害者（小学生また
は中学生）

1回 220 240 9.1%

第2種障害者｛15歳以上の
者（中学生を除く）｝

1回 450 490 8.9%

・第1種障害者およびその
親族がともに専用して使
用する場合
・第2種障害者およびその
親族がともに専用して使
用する場合

1回 550 600 9.1%

午前 3,100 3,300 6.5%

午後 4,200 4,400 4.8%

全日 7,300 7,700 5.5%

午後 1,900 2,100 10.5%

全日 3,400 3,600 5.9%

9
まちなか交流
施設使用料

草津市ま
ちなか交
流施設設
置条例

イベント広場 1時間 300 400 33.3%

区分等

8
クリーンセンター

貸館使用料

草津市立
クリーン
センター

条例

多目的室

研修室

5
障害者福祉セン

ター学習室使用料

草津市立
障害者福
祉セン

ター条例

学習室A

学習室B

1回

7
障害者福祉セン

ター入浴サービス
事業使用料

No. 項目 改正条例
現行料金
（円）

改定案
（円）

改定率

1
美術展覧会
出品手数料

600 700 16.7%

ユニット型エアコンディ
ショナー

1台 3,700 3,800 2.7%

テレビジョン受信機 1台 2,100 2,200 4.8%

電気冷蔵庫および
電気冷凍庫

1台 5,500 5,600 1.8%

区分等

手数料

2
特定家庭用機器収

集運搬手数料

1点

草津市手
数料条例
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（施行日：公布の日等） 
 

議第 ９５ 号 草津市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例案（全部改正） 

… 法改正による引用条項ずれの解消および国の基準を引用する方式（リンク式）への

改正等 

 

（施行日：公布の日） 
 

議第 ９６ 号 草津市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例案

（全部改正） 

… 法改正による引用条項ずれの解消および国の基準を引用する方式（リンク式）への

改正等 
 

（施行日：公布の日） 
 
 

No. 項目 改正条例
現行料金
（円）

改定案
（円）

改定率

優良宅地造成認定
（0.1ha未満)

1件 85,000 89,000 4.7%

優良宅地造成認定
（0.3ha以上0.6ha未満)

1件 190,000 200,000 5.3%

優良宅地造成認定
（0.6ha以上1.0ha未満)

1件 260,000 270,000 3.8%

優良宅地造成認定
（1.0ha以上3.0ha未満)

1件 380,000 400,000 5.3%

優良宅地造成認定
（3.0ha以上6.0ha未満)

1件 500,000 530,000 6.0%

優良宅地造成認定
（6.0ha以上10.0ha未満)

1件 650,000 680,000 4.6%

優良宅地造成認定
（10.0ha以上)

1件 860,000 900,000 4.7%

都市計画法第29条許可
（自己居住用0.3ha以上

0.6ha未満）
1件 44,000 45,000 2.3%

都市計画法第29条許可
（自己業務用1.0ha以上

3.0ha未満）
1件 200,000 210,000 5.0%

都市計画法第29条許可
（その他開発行為3.0ha以

上6.0ha未満）
1件 520,000 530,000 1.9%

都市計画法第43条許可
（1.0ha以上）

1件 93,000 94,000 1.1%

5 督促手数料
草津市税
条例等

100 150 50.0%

6
市営墓地管理手数

料
草津市営
墓地条例

2,000 2,500 25.0%

1通

1区画

4
開発行為許可手数

料

区分等

3
優良宅地造成

認定申請手数料

草津市手
数料条例

9



 
 

議第 ９７ 号 草津市放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める

条例案（全部改正） 

… 法改正による引用条項ずれの解消および国の基準を引用する方式（リンク式）への

改正等 
 

（施行日：公布の日） 
 

議第 ９８ 号 草津市乳児等通園支援事業の設備および運営に関する基準を定める条例

案（新制定） 

… 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律による児童福祉法の一部改正におい

て、同法に乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）に関する規定が新設された

ことに伴う条例の制定（リンク式） 
   ◆制定内容 

     第１条 趣旨 
第２条 用語 
第３条 暴力団員等の排除 
第４条 要保護児童 
第５条 その他の基準 

 

（施行日：令和８年１月１日） 
 

議第 ９９ 号 子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令附則第２条第１

項の経過措置を定める条例案（新制定） 

… 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律による「子ども・子育て支援法等の

一部を改正する法律の一部の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備に関する内

閣府令」が制定されたことに伴い、保護者への乳児等支援給付費の給付時間を定める

条例の制定 
   ◆制定内容 

     第１条 趣旨 
第２条 経過措置 

 

（施行日：令和８年４月１日） 
 

議第１００号 草津市上水道事業給水条例の一部を改正する条例案（一部改正） 

… 災害その他非常の場合において、他の市町村長または他の市町村長が指定した工事

事業者が給水装置工事を実施できるようにするための改正等 
 

（施行日：公布の日） 
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議第１０１号 草津市下水道条例の一部を改正する条例案（一部改正） 

… 災害その他非常の場合において、他の市町村長が指定した工事店が排水設備等の工

事を実施できるようにするための改正 
 

（施行日：公布の日） 
 

【一  般】  

議第１０２号 ～ 議第１０６号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

… 指定管理者の指定（５件） 

 
   施 設 名 指定予定団体名 指定期間 

公

募 

（議第１０２号）草津市立草津駅前地下駐車場 大五産業株式会社 

令和８年 

４月１日 

～ 

令和１３年

３月３１日 

（議第１０３号）草津市立草津駅東自転車駐車場 ミディ総合管理株式会社 

（議第１０４号）草津市立南草津駅自転車自動車駐車場 
一般社団法人草津市勤労

者福祉サービスセンター 

草
津
市
立
社
会
体
育
施
設
等

（
議
第
１
０
５
号
） 

草津市立総合体育館 

くさつスポーツ 
アクティブ事業体 

草津市立野村運動公園 
草津市立ふれあい運動場 
草津市立ふれあい体育館 
草津市立武道館 
草津市立三ツ池運動公園 
弾正公園 
野村公園 

草
津
川
跡
地
公
園

（
議
第
１
０
６
号
） 

草津川跡地公園（区間２） 
草津川跡地公園マネジメ

ント・パートナーズ 

草津川跡地公園（区間５） 

 

議第１０７号 都市公園を設置すべき区域の決定につき議決を求めることについて 

… 都市公園としての供用開始前に、公園管理者以外の者による施設の整備を可能とす

るため、都市公園法に基づき「公園予定区域」を決定 

草津市東草津一丁目の一部ほか（（草津川跡地（区間６）） 

面積：約２６，０００平方メートル 
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草津市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（議第９５号） 

草津市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例（議第９６号） 

草津市放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する条例（議第９７号） 

の改正内容について 

 

１ 根拠法令等  

 ・児童福祉法の一部を改正する法律（令和７年法律第２９号） 
   公布日：令和７年４月２５日 
   施行日：令和７年１０月１日 
 ・特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営

に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号） 
 ・家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号） 
・放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６３号）  

 
２ 改正理由 

 虐待対応の強化を目的とした児童福祉法の一部改正により、同法律の条項を引用する箇所

に項ずれが生じたことから、改正が必要となった。 

 

児童福祉法第３３条の１０旧 

〔被措置児童等虐待〕 

第三十三条の十 この法律で、被措置児童等虐待とは、小規模住居型児童養育事業に従事する者、里親若しくはその同居人、

乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の長、その職員その他の従業者、指定

発達支援医療機関の管理者その他の従業者、一時保護施設を設けている児童相談所の所長、当該施設の職員その他の従業者又

は第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて児童の一時保護を行う業務に従事する者（以下「施設職員等」と総称する。）

が、委託された児童、入所する児童又は一時保護が行われた児童（以下「被措置児童等」という。）について行う次に掲げる

行為をいう。 

一 被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

二 被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。 

三 被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童

による前二号又は次号に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。 

四 被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行

うこと。 

 

改正後の児童福祉法第３３条の１０では、第２項に所管行政庁の定義、第３項に審議会等の

定義が加わり、３項立てとなったことから、引用箇所を明確にするため、「第３３条の１０第

１項各号」と規定することが必要になった。 

 

 

 

 

 

 

第３３条の１０各号 
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３ 改正内容 

 ①草津市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例 

第２５条 

  「第３３条の１０各号」→「第３３条の１０第１項各号」 

②草津市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例 第１２条 

  「第３３条の１０各号」→「第３３条の１０第１項各号」 

 ③草津市放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する条例 第１２条第１項 

  「第３３条の１０各号」→「第３３条の１０第１項各号」 

 

※なお、上記３条例については、今回、国の基準を引用する方式（リンク式）への改正で、当

該項ずれが解消されるため、改正文には現れない。 

 

≪参考≫草津市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例新 

 （その他の基準） 

第５条 前２条に定めるもののほか、法第３４条第２項および法第４６条第２項の規定により

条例で定める特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準は、府令に

定める基準（府令の改正に際し定められた経過措置に規定する基準を含む。）とする。 

 

４ 施行期日  

  公布の日 
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草津市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

　　※改正前条例での規定内容ごとに、改正後条例の条番号を記載（施行期日および現時点で適用されていない付則を除く。）

・共通の基準

項目 内容 改正前 改正後

趣旨 子ども・子育て支援法の規定に基づき、特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める。 第１条

定義 条例において使用する用語の意義を規定 第２条

一般原則

特定教育・保育施設等の運営に関する原則を規定

①すべての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指すものでなければならない。

②子どもの意思および人格を尊重して、子どもの視点に立って保育を提供するよう努めなければならない。

③地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、学校または医療・福祉サービス提供者との密接な連携に努めなければな

らない。

④子どもの人権擁護、虐待防止のための体制整備を行うとともに、職員に対する研修の実施等に努めなければならない。

第３条

電磁的記録等
特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者は、記録、作成その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定され

ているものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。
第５３条

項目 内容 改正前 改正後

利用定員
利用定員の基準を定める規定

特定教育・保育施設の利用定員を２０人以上とする。
第４条

内容および手続きの説明お

よび同意

特定教育・保育の提供にあたっては、保護者に対して重要事項を記した文書を交付し、説明を行い、利用開始について同意

を得なければならない。
第５条

正当な理由のない提供拒

否の禁止等

特定教育・保育施設は正当な理由がなければ、利用申し込みを拒んではならない。

利用定員を超える申し込みがあった場合は公正な方法により選考しなければならない。

保育の必要の程度および家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高い子どもを優先的に利用できるよう選考するもの

とする。

第６条

あっせん、調整および要請

に対する協力
特定教育・保育施設は市町村が行うあっせん、調整および要請に対して協力しなければならない。 第７条

受給資格等の確認 保護者の提示する支給認定証によって保育の必要量等を確かめるものとする。 第８条

教育・保育給付認定の申

請に係る援助

保護者から利用の申し込みがあった場合は、保護者の意思を踏まえて申請が行われるよう必要な援助を行わなければならな

い。
第９条

心身の状況等の把握
特定教育・保育の提供にあたっては、子どもの心身の状況や置かれている環境、他の施設の利用状況などの把握に努めなけ

ればならない。
第１０条

小学校等との連携
特定教育・保育の終了に際しては、小学校等との円滑な接続に資するよう各種機関との密接な連携に努めなければならな

い。
第１１条

特定教育・保育の提供の

記録
特定教育・保育を提供した際は、提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。 第１２条

利用者負担額等の受領

特定教育・保育を提供した際は、保護者から利用者負担額の支払いを受けるものとする。

特定教育・保育において提供される便宜に要する費用を保護者から受けることができる。

①日用品・文房具などの必要な物品の購入に関する費用

②行事への参加に要する費用

③食事の提供に要する費用

④特定教育・保育施設に通う際に提供される便宜に要する費用

⑤その他保護者に負担させることが適当と認められるもの

費用の支払いを受けた場合は保護者に対して領収証を交付しなければならない。

保護者に費用の支払いを求める際は、書面で理由を明らかにするとともに、説明を行い文書による同意を得なければならな

い。

第１３条

施設型給付費等の額に係

る通知等

特定教育・保育施設は法定代理受領により特定教育・保育に係る施設型給付費の支給を受けた場合は、保護者に対して

施設型給付費の額を通知しなければならない。

法定代理受領を行わない特定教育・保育に係る費用の額の支払いを受けた場合は、保護者に対して、特定教育・保育提

供証明書を交付しなければならない。

第１４条

特定教育・保育の取扱方

針

特定教育・保育施設は施設の区分に応じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなければならない。

①幼保連携型認定こども園　　幼保連携型認定こども園教育・保育要領

②認定こども園　　幼稚園教育要領、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、幼保連携型認定こども園教育・保育

要領

③幼稚園　　幼稚園教育要領

④保育所　　児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

第１５条

特定教育・保育に関する

評価等

特定教育・保育施設は、自ら提供する特定教育・保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

保護者その他施設の関係者による評価または外部の者による評価を受けて、結果を公表し、常にその改善を図るように努め

なければならない。

第１６条

相談および援助
特定教育・保育施設は子どもの心身の状況や環境の把握に努め、子どもまたは保護者に対し、相談に適切に応じるとともに、

必要な助言その他の援助を行わなければならない。
第１７条

緊急時等の対応
特定教育・保育施設の職員は、子どもの体調の急変が生じた場合は速やかに保護者または医療機関へ連絡を行うなどの措

置を講じなければならない。
第１８条

教育・保育給付認定保護

者に関する市町村への通

知

特定教育・保育施設は、保護者が偽りその他不正な行為によって施設型給付費の支給を受けたときは、遅滞なく、意見を付

してその旨を当該施設型給付費の支給に係る市町村に通知しなければならない。
第１９条

議第９５号

・特定教育・保育施設の運営に関する基準

第５条

第５条

■主な基準の概要について（黄色は国の基準に従うべき基準、青色は国の基準を参照しなければならない基準、赤字箇所は市独自基準）
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項目 内容 改正前 改正後

運営規程

特定教育・保育施設は施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

①施設の目的および運営の方針

②提供する特定教育・保育の内容

③職員の職種、員数および職務の内容

④特定教育・保育の提供を行う日および時間ならびに提供を行わない日

⑤保護者から支払いを受ける費用の種類、理由およびその額

⑥区分ごとの利用定員

⑦特定教育・保育施設の利用の開始および終了に関する事項ならびに利用にあたっての留意事項（選考方法を含む）

⑧緊急時等における対応方法

⑨非常災害対応

⑩虐待の防止のための措置に関する事項

⑪その他運営に関する重要事項

第２０条

勤務体制の確保等

適切な特定教育・保育を提供することができるよう職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

特定教育・保育施設は当該施設の職員によって特定教育・保育の提供をしなければならない。

職員の資質向上のために研修の機会を確保しなければならない。

第２１条

利用定員の遵守
特定教育・保育施設は利用定員を超えて特定教育・保育の提供を行ってはならない。ただし、年度中における需要の増大へ

の対応、災害、虐待その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
第２２条

掲示等
特定教育・保育施設は、施設の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務体制、利用者負担その他施設の選択に

資すると認められる重要事項を掲示するとともに、公衆の閲覧に供しなければならない。
第２３条

教育・保育給付認定子ど

もを平等に取り扱う原則

子どもの国籍、信条、社会的身分または特定教育・保育の提供に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをし

てはならない。
第２４条

職員は、子どもに対し、児童福祉法に掲げる行為その他子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 第２５条

特定教育・保育施設は、要保護児童に関し、早期発見ならびに関係機関との円滑な連携および協力に努めなければならな

い。
第２５条 第４条

秘密保持等

職員および管理者は正当な理由なく、業務上知り得た子どもまたは家族の秘密を漏らしてはならない。

職員であった者が正当な理由なく、業務上知り得た子どもまたは家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなけれ

ばならない。

特定教育・保育施設は、子どもに関する情報を小学校等の他の機関に提供する際には、あらかじめ文書により保護者の同意

を得ておかなければならない。

第２７条

情報の提供等

特定教育・保育施設は、保護者が適切に施設を選択できるよう、施設が提供する特定教育・保育の内容に関する情報の提

供を行うよう努めなければならない。

特定教育・保育施設は、当該施設について広告する場合、虚偽または誇大なものとしてはならない。

第２８条

利益供与等の禁止

特定教育・保育施設は、他の事業者またはその職員に対し、子どもまたは家族に対して当該特定教育・保育施設を紹介す

ることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

特定教育・保育施設は、他の事業者またはその職員から、子どもまたは家族を紹介することの対償として金品その他の財産上

の利益を収受してはならない。

第２９条

苦情解決

特定教育・保育施設は、子どもまたは保護者等からの提供した特定教育・保育に関する苦情に迅速かつ適切に対応するた

めに、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の措置を講じなければならない。

特定教育・保育施設は、苦情を受け付けた場合にはその内容等を記録しなければならない。

特定教育・保育施設は、苦情に関して市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

特定教育・保育施設は、市町村が行う報告、命令、質問、検査に応じ、苦情に関する調査に協力するとともに、市町村から

の指導または助言を受けた場合は、必要な改善を行わなければならない。

特定教育・保育施設は、市町村からの求めがあった場合には改善内容を報告しなければならない。

第３０条

地域との連携等 特定教育・保育施設は、地域住民等の活動などとの連携および協力を行うなどの地域との交流に努めなければならない。 第３１条

事故発生の防止および発

生時の対応

特定教育・保育施設は、事故の発生または再発を防止するための措置を講じなければならない。

①事故発生の対応、事故防止のための指針を整備

②事故発生時または事故に至る危険性がある事態が生じた場合に、事実の報告および改善策を従業員に周知徹底する体

制を整備

③事故発生防止のための委員会および従業員に対する研修を定期的に行うこと

特定教育・保育施設は、事故が発生した場合は速やかに市町村および保護者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ

なければならない。

特定教育・保育施設は、事故の状況および事故に際しての処置について記録しなければならない。

特定教育・保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。

第３２条

会計の区分 特定教育・保育の事業会計をその他の事業会計と区別しなければならない。 第３３条

第５条

虐待等の禁止

第５条
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項目 内容 改正前 改正後

記録の整備

特定教育・保育施設は、職員、設備および会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

特定教育・保育の提供に関する記録を整備し、完結の日から５年間保存しなければならない。

①特定教育・保育の提供にあたっての計画

②特定教育・保育の提供記録

③市町村への通知に係る記録

④苦情の内容等の記録

⑤事故の状況および事故に際して採った処置についての記録

第３４条

特別利用保育の基準

特定教育・保育施設が子どもに対して特別利用保育を提供する場合は、子ども・子育て支援法に規定する基準を遵守しな

ければならない。

特別利用保育を利用する子どもの数および現に特定教育・保育施設を利用する子どもの総数が利用定員の総数を超えない

ものとする。

第３５条

特別利用教育の基準

特定教育・保育施設が子どもに対して特別利用教育を提供する場合は、子ども・子育て支援法に規定する基準を遵守しな

ければならない。

特別利用教育を利用する子どもの数および現に特定教育・保育施設を利用する子どもの総数が利用定員の総数を超えない

ものとする。

第３６条

特定保育所(法附則第6条第1項に規定する特定保育所をいう。次項において同じ。)が特定教育・保育を提供する場合に

あっては、当分の間、第13条第1項中「教育・保育給付認定保護者(満3歳未満保育認定子ども」とあるのは「教育・保育

給付認定保護者(満3歳未満保育認定子ども(特定保育所(法附則第6条第1項に規定する特定保育所をいう。次項にお

いて同じ。)から特定教育・保育(保育に限る。第19条において同じ。)を受ける者を除く。以下この項において同じ。)」と、同

条第2項中「当該特定教育・保育」とあるのは「当該特定教育・保育(特定保育所における特定教育・保育(保育に限る。)

を除く。)」と、同条第3項中「額の支払を」とあるのは「額の支払を、市町村の同意を得て、」と、第19条中「施設型給付費の

支給を受け、または受けようとしたとき」とあるのは「法附則第6条第1項の規定による委託費の支払の対象となる特定教育・

保育の提供を受け、または受けようとしたとき」と、「当該施設型給付費の支給」とあるのは「当該委託費の支払」とし、第6条

および第7条の規定は適用しない。

付則第２

条第１項

特定保育所は、市町村から児童福祉法第24条第1項の規定に基づく保育所における保育を行うことの委託を受けたときは、

正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

付則第２

条第２項

項目 内容 改正前 改正後

利用定員

特定地域型保育事業の利用定員を定める。

・家庭的保育事業　　１人以上５人以下

・小規模保育事業Ａ型およびＢ型　　６人以上１９人以下

・小規模保育事業Ｃ型　　６人以上１０人以下

・居宅訪問型保育事業　　１人

特定地域型保育事業者は事業を行う事業所ごとに利用定員を満１歳に満たない子どもと満１歳以上の子どもに区分して

定めるものとする。

第３７条

内容および手続きの説明お

よび同意

特定地域型保育事業者は利用申込者に対し、重要事項に関する規程の概要、連携施設の種類および名称、連携協力の

概要、職員の勤務体制、支払いを受ける費用に関する事項その他保育の選択に資すると認められる重要事項を記した文書

を交付し説明を行い、利用申込者の同意を得なければならない。

第３８条

正当な理由のない提供拒

否の禁止等

特定地域型保育事業者は、保護者から利用の申込みを受けたときは正当な理由がなければこれを拒んではならない。

特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る子どもの数および現に利用している子どもの総数が利用定員の総数を超え

る場合には保育の必要の程度および家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる子どもが優先的に利

用できるよう選考するものとし、保護者に対してあらかじめ選考方法を明示したうえで選考を行わなければならない。

特定地域型保育事業者は、保育の提供体制の確保が困難な場合や適切な教育・保育を提供することが困難な場合は、

連携施設を紹介するなどの適切な措置を講じなければならない。

第３９条

あっせん、調整および要請

に対する協力

特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業の利用について市町村が行うあっせん、調整および要請に対し、できる限

り協力しなければならない。
第４０条

心身の状況等の把握
特定地域型保育事業者は、保育の提供にあたっては、子どもの心身の状況、その置かれている環境、他の保育施設等の利

用状況等の把握に努めなければならない。
第４１条

特定地域型保育事業者は、特定地域型保育が適正かつ確実に実施され、必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、

連携協力を行う認定こども園、幼稚園または保育所を適切に確保しなければならない。

①保育内容の支援　子どもに集団保育を体験させるための機会の設定、保育内容支援を実施すること。

②代替保育の提供　代替保育を提供すること。

③卒園後の受け入れ　特定地域型保育の提供の終了後に保護者の希望に基づき連携施設において受け入れて教育・保

育を提供すること。

保育内容支援の実施に係る連携施設の確保が著しく困難であると市長が認める場合は、連携施設を確保しないことができ

る。

①保育内容支援連携協力者を適切に確保すること。

②特定地域型保育事業者と保育内容支援協力者との間で役割の分担および責任の所在が明確化されており、かつ、保育

内容支援連携協力者の本来業務の遂行に支障が生じないよう措置が講じられていること。

保育内容支援連携協力者とは、小規模保育事業者（Ａ型およびＢ型）または事業所内保育事業を行う者であって連携

協力を行うものをいう。

・特定地域型保育事業の運営に関する基準

特定保育所に関する特例

特定教育・保育施設等と

の連携

第５条

第５条

第４２条
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項目 内容 改正前 改正後

代替保育の実施に係る連携施設の確保が著しく困難であると市長が認める場合は、連携施設を確保しないことができる。

①代替保育連携協力者との間で役割の分担および責任の所在が明確化されており、かつ、代替保育連携協力者の本来業

務の遂行に支障が生じないよう措置が講じられていること。

②代替保育連携協力者の確保の促進のために必要な措置を講じてもなお代替保育連携協力者の確保が著しく困難である

こと。

※代替保育連携協力者とは連携協力を行うもの

①特定地域型保育事業者が事業を行う場所または事業所以外　　小規模保育事業Ａ型事業者等

②事業実施場所において代替保育が提供される場合　　小規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有する者

特定地域型保育事業者は施設のうちから連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。

①子ども・子育て支援法の規定による助成を受けている者の設置する施設

②児童福祉法に規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の助成を受けて

いる者

居宅訪問型保育事業を行う者は乳幼児に対する保育を行う場合にあっては、当該乳幼児の障害、疾病等の状態に応じ、

適切な支援その他の便宜の供与を受けられるよう施設を適切に確保しなければならない。

事業所内保育事業を行う者については、連携施設の確保にあたって連携協力（保育支援内容および代替保育）を求める

ことを要しない。

保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、特例保育所型事業所内保育事業者については連携施設の確保をしないこと

ができる。

特定地域型保育事業者は特定地域型保育の提供終了に際しては、連携施設または他の施設において継続的に提供され

る教育・保育との円滑な接続に資するよう、他の事業者等の密接な連携に努めなければならない。

連携施設に関する経過措

置

特定地域型保育事業者は、卒園後の受け入れに係る連携協力を行う連携施設の確保が著しく困難であって法第59条第4

号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると市が認める場合は、第42条第1項本文の規

定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して15年を経過する日までの間、連携施設の確保に当たって、卒園後の受け

入れに係る連携協力を求めることを要しない。

付則

第５条

付則

第２項

利用者負担額等の受領

特定地域型保育事業者は、保育を提供した際には保護者から利用者負担額の支払いを受けるものとする。

特定地域型保育事業者は、法定代理受領を受けないときは、保護者から保育費用基準額の支払いを受けるものとする。

特定地域型保育事業者は、保育の提供にあたって、保育の質の向上を図るうえで必要であると認められる対価について、保

護者から受けることができる。

特定地域型保育事業者は、保育において提供される便宜に要する費用を保護者から受けることができる。

①日用品・文房具などの必要な物品の購入に関する費用

②行事への参加に要する費用

③特定地域型保育事業所に通う際に提供される便宜に要する費用

④その他特定地域型保育事業の利用において必要とされる費用で保護者に負担させることが適当と認められるもの

特定地域型保育事業者は、保護者に対して領収証を交付しなければならない。

保護者に費用の支払いを求める際は、書面で使途、額、理由を明らかにするとともに、説明を行い文書による同意を得なけれ

ばならない。

第４３条

特定地域型保育の取扱方

針

保育の内容について内閣総理大臣の定める基準に準じ、子どもの心身の状況等に応じて、保育の提供を適切に行わなけれ

ばならない。
第４４条

特定地域型保育に関する

評価等

提供する特定地域型保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

定期的に外部の者による評価を受けて、結果を公表し、常にその改善を図るように努めなければならない。
第４５条

運営規程

特定地域型保育事業者は事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

①事業の目的および運営の方針

②提供する特定地域型保育の内容

③職員の職種、員数および職務の内容

④特定地域型保育の提供を行う日および時間ならびに提供を行わない日

⑤保護者から支払いを受ける費用の種類、理由およびその額

⑥利用定員

⑦特定教育・保育施設の利用の開始および終了に関する事項ならびに利用にあたっての留意事項（選考方法を含む）

⑧緊急時等における対応方法

⑨非常災害対応

⑩虐待の防止のための措置に関する事項

⑪その他運営に関する重要事項

第４６条

勤務体制の確保等

特定地域型保育事業者は、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

特定地域型保育事業者は、当該事業所の職員によって特定地域型保育の提供をしなければならない。

職員の資質向上のために研修の機会を確保しなければならない。

第４７条

利用定員の遵守
特定地域型保育事業者は、利用定員を超えて特定地域型保育の提供を行ってはならない。ただし、年度中における需要の

増大への対応、災害、虐待その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
第４８条

記録の整備

職員、設備および会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

特定地域型保育の提供に関する記録を整備し、完結の日から５年間保存しなければならない。

①特定地域型保育の提供にあたっての計画

②特定地域型保育の提供記録

③市町村への通知に係る記録

④苦情の内容等の記録

⑤事故の状況および事故に際して採った処置についての記録

第４９条

準用
第8条から第14条まで(第10条および第13条を除く。)、第17条から第19条までおよび第23条から第33条までの規定は、

特定地域型保育事業者、特定地域型保育事業所および特定地域型保育について準用する。
第５０条

第４２条

第５条

特定教育・保育施設等と

の連携
第５条
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項目 内容 改正前 改正後

特別利用地域型保育の基

準

特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育を提供する場合には、地域型保育事業の認可基準を遵守しなければなら

ない。

特別利用地域型保育を提供する場合には、特別利用地域型保育の子どもの数および特定地域型保育事業所を現に利用

する子どもの総数が利用定員の総数を超えないものとする。

その他、特定地域型保育事業に関する規定を準用する。

第５１条

特定利用地域型保育の基

準

特定地域型保育事業者が特定利用地域型保育を提供する場合には、地域型保育事業の認可基準を遵守しなければなら

ない。

特定利用地域型保育を提供する場合には、特定利用地域型保育の子どもの数および特定地域型保育事業所を現に利用

する子どもの総数が利用定員の総数を超えないものとする。

その他、特定地域型保育事業に関する規定を準用する。

第５２条

第５条
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草津市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例

　　※改正前条例での規定内容ごとに、改正後条例の条番号を記載（施行期日および現時点で適用されていない付則を除く。）

項目 内容 改正前 改正後

趣旨
この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育

事業等の設備および運営に関する基準を定めるものとする。
第１条

定義

①児童　法第4条第1項に規定する児童

②乳児　法第4条第1項第1号に規定する乳児

③幼児　法第4条第1項第2号に規定する幼児のうち、満3歳に満たない者(法第6条の3第9項第2号、同条第10項第2

号、同条第11項第2号または同条第12項第2号の規定に基づき保育が必要と認められる児童であって満3歳以上のものに

ついて保育を行う場合にあっては、満3歳に満たない者および当該満3歳以上の児童)

④保護者　法第6条に規定する保護者

⑤家庭的保育事業　法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業

⑥小規模保育事業　法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業

⑦居宅訪問型保育事業　法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業

⑧事業所内保育事業　法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業

第２条

最低基準の目的等

条例に定める基準は、家庭的保育事業等を利用している乳児または幼児が、明るくて、衛生的な環境において、素養があ

り、かつ、適切な訓練を受けた職員が保育を提供することにより、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。

市は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。

第３条

最低基準と家庭的保育事

業者等

家庭的保育事業等を行う者は、最低基準を超えて、常に、その設備および運営を向上させなければならない。

最低基準を超えて、設備を有し、または運営をしている家庭的保育事業者等においては、最低基準を理由として、その設備

または運営を低下させてはならない。

市長は、児童の保護者その他児童福祉にかかる当事者の意見を聴き、家庭的保育事業者等に対し、最低基準を超えて、

その設備および運営を向上させるように勧告することができる。

第４条

家庭的保育事業者の一般

原則

家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなけれ

ばならない。

家庭的保育事業者等は、地域社会との交流および連携を図り、利用乳幼児の保護者および地域社会に対し、家庭的保育

事業等の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

家庭的保育事業者等は、自らその行う保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

家庭的保育事業者等は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなけ

ればならない。

家庭的保育事業所等には、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。

家庭的保育事業所等の構造設備は、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生および利用乳幼児に対する危害防止に十分

な考慮を払って設けられなければならない。

第５条

家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、および家庭的保育事業者等による保育の

提供の終了後も満3歳以上の児童に対して必要な教育または保育が継続的に提供されるよう、連携協力を行う保育所、幼

稚園または認定こども園を適切に確保しなければならない。

①保育内容の支援　利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必要な家庭的保育事

業者等に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援を実施すること。

②代替保育の提供　必要に応じて、代替保育(家庭的保育事業所等の職員の病気、休暇等により保育を提供することがで

きない場合に、当該家庭的保育事業者等に代わって提供する保育をいう。)を提供すること。

③卒園後の受け入れ　家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児(事業所内保育事業の利用乳幼

児にあっては、その他の乳児または幼児に限る。)を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希

望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育または保育を提供すること。

市長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であっ

て、次に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、保育内容の支援を適用しないこととすることができる。

①家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に確保すること。

②次のアおよびイに掲げる要件を満たすこと。

　ア　家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの役割の分担および責任の所在が明確化さ

　　れていること。

　イ　保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。

保育内容支援連携協力者とは、小規模保育事業A型もしくは小規模保育事業B型または事業所内保育事業を行う者で

あって、連携協力を行うものをいう。

市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次

の各号に掲げる要件のいずれかを満たすときは、第1項第2号の規定を適用しないこととすることができる。

①家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に確保した場合には、次のアおよびイに掲げる要件を満たすと市長

が認めること。

　ア　家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割の分担および責任の所在が明確化されて

　　いること。

　イ　代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。

②市長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の確保の促進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保

育連携協力者の確保が著しく困難であること。

議第９６号

・共通の基準

第８条

保育所等との連携 第６条

■主な基準の概要について（黄色は国の基準に従うべき基準、青色は国の基準を参照しなければならない基準、赤字箇所は市独自基準）
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項目 内容 改正前 改正後

代替保育連携協力者とは、代替保育の提供を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に

定めるものをいう。

①家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所または事業所以外の場所または事業所において代替保育が提供

される場合　小規模保育事業A型事業者等

②事業実施場所において代替保育が提供される場合　事業の規模等を勘案して小規模保育事業A型事業者等と同等の

能力を有すると市が認める者

市長は、家庭的保育事業者等による卒園後の受け入れに係る連携施設の確保が著しく困難であると認めるときは、この規定

を適用しないこととすることができる。その場合において家庭的保育事業者等は、法第59条第1項に規定する施設のうち、次

に掲げるもの(入所定員が20人以上のものに限る。)であって、市長が適当と認めるものを卒園後の受け入れに係る連携協力

を行う者として適切に確保しなければならない。

①子ども・子育て支援法第59条の2第1項の規定による助成を受けている者の設置する施設(法第6条の3第12項に規定す

る業務を目的とするものに限る。)

②法第6条の3第12項および第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、法第6条の3第9項第1号に規定す

る保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの

家庭的保育事業者等と非

常災害

家庭的保育事業者等は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に

対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。

避難および消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回は行わなければならない。

第７条

安全計画の策定等

家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、家庭的保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等

の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた家庭的保育事業所等での生活そ

の他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修および訓練その他家庭的保育事業所等における安全に関する事

項についての計画を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、研修および訓練を定期的に実施しなければなら

ない。

家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に

基づく取組の内容等について周知しなければならない。

家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

第７条の

２

自動車を運行する場合の

所在の確認

家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自

動車を運行するときは、利用乳幼児の乗車および降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握することができ

る方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければならない。

家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の

車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて所在の確認を行わなければならない。

第７条の

３

家庭的保育事業者等の職

員の一般的要件

家庭的保育事業等において利用乳幼児の保育に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児

童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論および実際について訓練を受けたものでなければならな

い。

第８条

家庭的保育事業者等の職

員の知識および技能の向

上等

家庭的保育事業者等の職員は、常に自己研鑽に励み、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な知識お

よび技能の修得、維持および向上に努めなければならない。

家庭的保育事業者等は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

第９条

他の社会福祉施設等を合

わせて設置するときの設備

および職員の基準

家庭的保育事業所等は、他の社会福祉施設等を併せて設置するときは、その行う保育に支障がない場合に限り、必要に応

じ当該家庭的保育事業所等の設備および職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設備および職員に兼ねる

ことができる。

第１０条

利用乳幼児を平等に取り

扱う原則

家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の国籍、信条、社会的身分または利用に要する費用を負担するか否かによって、差

別的取扱いをしてはならない。
第１１条

虐待等の禁止
家庭的保育事業者等の職員は、利用乳幼児に対し、法第33条の10各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に

有害な影響を与える行為をしてはならない。
第１２条

衛生管理等

家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の使用する設備、食器等または飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、ま

たは衛生上必要な措置を講じなければならない。

家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等において感染症または食中毒が発生し、またはまん延しないように、職員に

対し、感染症および食中毒の予防およびまん延の防止のための研修ならびに感染症の予防およびまん延の防止のための訓練

を定期的に実施するよう努めなければならない。

家庭的保育事業所等には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。

居宅訪問型保育事業者は、保育に従事する職員の清潔の保持および健康状態について、必要な管理を行わなければなら

ない。

居宅訪問型保育事業者は、居宅訪問型保育事業所の設備および備品について、衛生的な管理に努めなければならない。

第１４条

第８条

第６条保育所等との連携
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項目 内容 改正前 改正後

食事

家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に食事を提供するときは、家庭的保育事業所等内で調理する方法により行わなけれ

ばならない。

家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、利用乳幼児の健全

な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。

食事は、食品の種類および調理方法について栄養ならびに利用乳幼児の身体的状況および嗜好を考慮したものでなければ

ならない。

調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。

家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。

第１５条

①～⑤を満たす家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対する食事の提供について、搬入施設において調理し家庭的保

育事業所等に搬入する方法により行うことができる。この場合において、家庭的保育事業者等は、当該食事の提供について

当該方法によることとしてもなお家庭的保育事業所等において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有

する設備を備えなければならない。

①利用乳幼児に対する食事の提供の責任が当該家庭的保育事業者等にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上

必要な注意を果たし得るような体制および調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。

②家庭的保育事業所等またはその他の施設、保健所、市町村等の栄養士または管理栄養士により、献立等について栄養

の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士または管理栄養士による必要な配慮が行われること。

③調理業務の受託者を、家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切

に遂行できる能力を有する者とすること。

④利用乳幼児の年齢および発達の段階ならびに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な

栄養素量の給与等、利用乳幼児の食事の内容、回数および時機に適切に応じることができること。

⑤食を通じた利用乳幼児の健全育成を図る観点から、利用乳幼児の発育および発達の過程に応じて食に関し配慮すべき

事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

搬入施設は、①～③いずれかの施設とする。

①連携施設

②家庭的保育事業者等と同一の法人または関連法人が運営する小規模保育事業もしくは事業所内保育事業を行う事業

所、社会福祉施設、医療機関等

③保育所、幼稚園、認定こども園等から調理業務を受託している事業者のうち、家庭的保育事業者等による給食の趣旨を

十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有するとともに、利用乳幼児の年齢および発達の

段階ならびに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、利用乳幼児

の食事の内容、回数および時機に適切に応じることができる者として市が適当と認めるもの

利用乳幼児および職員の

健康診断

家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対し、利用開始時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断および臨時

の健康診断を行わなければならない。

家庭的保育事業者等は、児童相談所等における乳児または幼児(以下「乳幼児」という。)の利用開始前の健康診断が行

われた場合であって、当該健康診断が利用乳幼児に対する利用開始時の健康診断の全部または一部に相当すると認めら

れるときは、利用開始時の健康診断の全部または一部を行わないことができる。この場合において、家庭的保育事業者等

は、児童相談所等における乳幼児の利用開始前の健康診断の結果を把握しなければならない。

健康診断をした医師は、その結果必要な事項を母子健康手帳または利用乳幼児の健康を記録する表に記入するとともに、

必要に応じ保育の提供または法第24条第6項の規定による措置を解除し、または停止する等必要な手続をとることを、家庭

的保育事業者等に勧告しなければならない。

家庭的保育事業等の職員の健康診断に当たっては、特に利用乳幼児の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなけ

ればならない。

第１７条

家庭的保育事業所等内

部の規程

家庭的保育事業者等は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

①事業の目的および運営の方針

②提供する保育の内容

③職員の職種、員数および職の内容

④保育の提供を行う日および時間ならびに保育の提供を行わない日

⑤保護者から受領する費用の種類、支払いを求める理由およびその額

⑥乳児および幼児の区分ごとの利用定員

⑦家庭的保育事業等の利用の開始および終了に関する事項ならびに家庭的保育事業等の利用に当たっての留意事項

⑧緊急時等における対応方法

⑨非常災害対策

⑩虐待の防止のための措置に関する事項

⑪その他家庭的保育事業等の運営に関する重要事項

第１８条

家庭的保育時所等に備え

る帳簿

家庭的保育事業所等には、職員、財産、収支および利用乳幼児の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければ

ならない。
第１９条

秘密保持等

家庭的保育事業者等の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児またはその家族の秘密を漏らしてはな

らない。

家庭的保育事業者等は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児またはその家族の秘密を

漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

第２０条

苦情への対応

家庭的保育事業者等は、その行った保育に関する利用乳幼児またはその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するた

めに、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

家庭的保育事業者等は、その行った保育に関し、当該保育の提供または法第24条第6項の規定による措置に係る市町村

から指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行わなければならない。

第２１条

食事の提供の特例 第１６条

第８条
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項目 内容 改正前 改正後

家庭的保育事業は、家庭的保育者の居宅その他の場所であって、市長が適当と認める場所で実施するものとする。

乳幼児の保育を行う専用の部屋を設けること。

専用の部屋の面積は、9.9平方メートル(保育する乳幼児が3人を超える場合は、9.9平方メートルに3人を超える人数1人に

つき3.3平方メートルを加えた面積)以上であること。

乳幼児の保健衛生上必要な採光、照明および換気の設備を有すること。

衛生的な調理設備および便所を設けること。

同一の敷地内に乳幼児の屋外における遊戯等に適した広さの庭があること。

庭の面積は、満2歳以上の幼児1人につき、3.3平方メートル以上であること。

火災報知器および消火器を設置するとともに、消火訓練および避難訓練を定期的に実施すること。

専用の部屋が建物の1階に設けられていること。

専用の部屋を設ける建物が、建築基準法および消防法の規定に違反していないこと。

専用の部屋を設ける建物が、昭和56年6月1日における建築基準法に基づく耐震基準に適合していること。

乳幼児の安全確保のための配慮がなされていること。

家庭的保育事業を行う場所には、家庭的保育者、家庭的保育補助者、嘱託医および調理員を置かなければならない。た

だし、利用乳幼児が1人である場合には家庭的保育補助者を、①～③のいずれかに該当する場合には調理員を置かないこと

ができる。

①調理業務の全部を委託する場合

②搬入施設から食事を搬入する場合

③利用乳幼児が3人以下の場合で、かつ、家庭的保育補助者が調理業務に従事する場合

第６条

第８条

家庭的保育者は、市長が行う研修を修了した保育士または保育士と同等以上の知識および経験を有すると市長が認める

者であって、①～③のいずれにも該当するものとする。

①保育を行っている乳幼児の保育に専念できる者

②法第18条の5各号および法第34条の20第1項第3号のいずれにも該当しない者

③本人および同居者が暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないもの

家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は、3人とする。ただし、家庭的保育者が、家庭的保育補助者(市長

が行う研修を修了し、①～②のいずれにも該当する者であって家庭的保育者を補助するものをいう。）とともに保育する場合

は、5人以下とする。

①法第34条の20第1項第3号に該当しない者

②暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないもの

保育時間
家庭的保育事業における保育時間は、1日につき8時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考

慮して、家庭的保育事業を行う者が定めるものとする。
第２４条

保育の内容

家庭的保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条に規定する内

閣総理大臣が定める指針に準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、保育する乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提

供しなければならない。

第２５条

保護者との連絡
家庭的保育事業者は、常に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解および

協力を得るよう努めなければならない。
第２６条

連携施設に関する経過措

置

家庭的保育事業者等(特例保育所型事業所内保育事業者を除く。)は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ども・子

育て支援法第59条第4号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると市が認める場合は、

第6条第1項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して15年を経過する日までの間、連携施設の確保をし

ないことができる。

付則第３

条

付則第２

条

第８条

項目 内容 改正前 改正後

小規模保育事業の区分 小規模保育事業は、小規模保育事業A型、小規模保育事業B型および小規模保育事業C型とする。 第２７条

設備の基準

①乳児または満2歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所A型には、乳児室またはほふく室、調理設備および便

所を設けること。

②乳児室またはほふく室の面積

　乳児または幼児1人につき3.3平方メートル以上

③乳児室またはほふく室には、保育に必要な用具を備えること。

④満2歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所A型には、保育室または遊戯室、屋外遊戯場、調理設備および便所

を設けること。

⑤保育室または遊戯室の面積　幼児1人につき1.98平方メートル以上

　屋外遊戯場の面積　幼児1人につき3.3平方メートル以上

⑥保育室または遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。

第２８条

第２２条設備の基準

第２３条職員

第８条

・小規模保育事業の基準

・家庭的保育事業の基準

第３条

第８条

第８条

第８条

第５条
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項目 内容 改正前 改正後

⑦乳児室、ほふく室、保育室または遊戯室を2階に設ける建物は次のア、イおよびカに掲げる要件に、保育室等を3階以上に

設ける建物は次のアからクまでに掲げる要件に該当するものであること。

　ア　耐火建築物または準耐火建築物であること。

　イ　保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右

　欄に掲げる施設または設備が一以上設けられていること。

　ウ　イに掲げる施設および設備が避難上有効な位置に設けられ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が

　３０メートル以下となるように設けられていること。

　エ　小規模保育事業所A型の調理設備以外の部分と小規模保育事業所A型の調理設備の部分が耐火構造

　の床もしくは壁または特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房または冷房の設備の風道

　が、床もしくは壁を貫通する部分またはこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

　　(ア)　スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

　　(イ)　調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、当該調理設備の外部への延焼を防止する

　　　　ために必要な措置が講じられていること。

　オ　小規模保育事業所A型の壁および天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

　カ　保育室等その他乳幼児が出入し、または通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられているこ

　と。

　キ　非常警報器具または非常警報設備および消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

　ク　小規模保育事業所A型のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

職員

小規模保育事業所A型には、保育士(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき

関係を有している者でないものに限る。)、嘱託医および調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する

小規模保育事業所A型または搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所A型にあっては、調理員を置かないことがで

きる。

保育士の数は、①～④に掲げる区分に応じ、①～④に定める数の合計数に1を加えた数以上とする。

①乳児　おおむね3人につき1人

②満1歳上満3歳に満たない幼児　おおむね6人につき1人

③満3歳以上満4歳に満たない児童　おおむね15人につき1人

④満4歳以上の児童　おおむね25人につき1人

保育士の数の算定に当たっては、小規模保育事業所A型に勤務する保健師、看護師または准看護師を、1人に限り、保育

士とみなすことができる。

第２９条
第３条

第８条

準用

第24条から第26条までの規定は、小規模保育事業A型について準用する。この場合において、第24条中「家庭的保育事

業」とあるのは「小規模保育事業A型」と、「8時間」とあるのは「11時間」と、「家庭的保育事業を行う者(次条および第26条

において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業A型を行う者(第30条において準用する次条および第

26条において「小規模保育事業者(A型)」という。)」と、第25条中「家庭的保育事業」とあるのは「小規模保育事業A型」

と、「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(A型)」と、第26条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保

育事業者(A型)」と読み替えるものとする。

第３０条
第７条

第８条

設備の基準 第２８条 第８条

階 区分 施設または設備

１　屋内階段

２　屋外階段

１　建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１２３条第１項各号または同条第３項各号に規定

する構造の屋内階段

２　待避上有効なバルコニー

３　建築基準法第２条第７号の２に規定する準耐火構造の屋外傾斜路またはこれに準ずる設備

４　屋外階段

１　建築基準法施行令第１２３条第１項各号または同条第３項各号に規定する構造の屋内階段

２　屋外階段

１　建築基準法施行令第１２３条第１項各号または同条第３項各号に規定する構造の屋内階段

２　建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の屋外傾斜路またはこれに準ずる設備

３　屋外階段

１　建築基準法施行令第１２３条第１項各号または同条第３項各号に規定する構造の屋内階段

２　建築基準法施行令第１２３条第２項各号に規定する構造の屋外階段

１　建築基準法施行令第１２３条第１項各号または同条第３項各号に規定する構造の屋内階段（ただし、

同条第１項各号に規定する構造の屋内階段については、当該屋内階段の構造は、建築物の１階から保育室

等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニーまたは付室（階段室が同条第３

項第２号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。）を通じて連絡

することとし、かつ、同条第３項第３号、第４号および第１０号を満たすものとする。）

２　建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

３　建築基準法施行令第１２３条第２項各号に規定する構造の屋外階段

４階以上

の階

常用

避難用

２階

常用

避難用

３階

常用

避難用

23



項目 内容 改正前 改正後

職員

小規模保育事業B型を行う事業所には、保育士その他保育に従事する職員として市長が行う研修を修了し、暴力団員また

は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないもの、嘱託医および調理員を置かなければならない。ただ

し、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所B型または搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所B型にあっ

ては、調理員を置かないことができる。

保育従事者の数は、①～④に掲げる乳幼児の区分に応じ、①～④に定める数の合計数に1を加えた数以上とし、そのうち半

数以上は保育士とする。

①乳児　おおむね3人につき1人

②満1歳以上満3歳に満たない幼児　おおむね6人につき1人

③満3歳以上満4歳に満たない児童　おおむね15人につき1人

④満4歳以上の児童　おおむね25人につき1人

保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所A型に勤務する保健師、看護師または准看護師を、1人に限り、

保育士とみなすことができる。

第３１条
第３条

第８条

準用

第24条から第26条までおよび第28条の規定は、小規模保育事業B型について準用する。この場合において、第24条中「家

庭的保育事業」とあるのは「小規模保育事業B型」と、「8時間」とあるのは「11時間」と、「家庭的保育事業を行う者(次条お

よび第26条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業B型を行う者(第32条において準用する次

条および第26条において「小規模保育事業者(B型)」という。)」と、第25条中「家庭的保育事業」とあるのは「小規模保育

事業B型」と、「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(B型)」と、第26条中「家庭的保育事業者」とあるのは

「小規模保育事業者(B型)」と、第28条中「小規模保育事業A型」とあるのは「小規模保育事業B型」と、「小規模保育事

業所A型」とあるのは「小規模保育事業所B型」と、同条第4号中「次号ならびに第33条第4号および第5号」とあるのは「第

32条において準用する次号」と読み替えるものとする。

第３２条
第７条

第８条

設備の基準

小規模保育事業C型を行う事業所の設備の基準は、次のとおりとする。

①乳児または満2歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所C型には、乳児室またはほふく室、調理設備および便

所を設けること。

②乳児室またはほふく室の面積　乳児または前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上

③乳児室またはほふく室には、保育に必要な用具を備えること。

④満2歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所C型には、保育室または遊戯室、屋外遊戯場、調理設備および便所

を設けること。

⑤保育室または遊戯室の面積　幼児1人につき3.3平方メートル以上、

　 屋外遊戯場の面積　幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

⑥保育室または遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。

⑦保育室等を2階以上に設ける建物は、第28条第7号に掲げる要件に該当するものであること。

第３３条

職員

小規模保育事業所C型には、家庭的保育者、嘱託医および調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委

託する小規模保育事業所C型または搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所C型にあっては、調理員を置かないこ

とができる。

家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は、3人以下とする。ただし、家庭的保育者が家庭的保育補助者とと

もに保育する場合は、5人以下とする。

第３４条

利用定員 小規模保育事業所C型は、その利用定員を6人以上10人以下とする。 第３５条

準用

第24条から第26条までの規定は、小規模保育事業C型について準用する。この場合において、第24条中「家庭的保育事

業」とあるのは「小規模保育事業C型」と、「8時間」とあるのは「11時間」と、「家庭的保育事業を行う者(次条および第26条

において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業C型を行う者(第36条において準用する次条および第

26条において「小規模保育事業者(C型)」という。)」と、第25条中「家庭的保育事業」とあるのは「小規模保育事業C型」

と、「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(C型)」と、第26条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保

育事業者(C型)」と読み替えるものとする。

第３６条
第７条

第８条

項目 内容 改正前 改正後

居宅訪問型保育事業

居宅訪問型保育事業者は、①～④に掲げる保育を提供するものとする。

①障害、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められる乳幼児に対する保育

②子ども・子育て支援法第34条第5項または第46条第5項の規定による便宜の提供に対応するために行う保育

③法第24条第6項に規定する措置に対応するために行う保育

④母子家庭等の乳幼児の保護者が夜間および深夜の勤務に従事する場合への対応等、保育の必要の程度および家庭等

の状況を勘案し、居宅訪問型保育を提供する必要性が高いと市が認める乳幼児に対する保育

第３７条

設備および備品
居宅訪問型保育事業者が当該事業を行う事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設ける

ほか、保育の実施に必要な設備および備品等を備えなければならない。
第３８条

職員 居宅訪問型保育事業において家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は、1人とする。 第３９条

居宅訪問型保育連携施

設

居宅訪問型保育事業者は、乳幼児に対する保育を行う場合にあっては、当該乳幼児の障害、疾病等の状態に応じ、適切

な専門的な支援その他の便宜の供与を受けられるよう、あらかじめ、連携する障害児入所施設その他の市の指定する施設を

適切に確保しなければならない。

第４０条

準用

第24条から第26条までの規定は、居宅訪問型保育事業について準用する。この場合において、第24条中「家庭的保育事

業」とあるのは「居宅訪問型保育事業」と、「家庭的保育事業を行う者(次条および第26条において「家庭的保育事業者」と

いう。)」と、第25条中「家庭的保育事業」とあるのは「居宅訪問型保育事業」と、「家庭的保育事業者」とあるのは、「居宅

訪問型保育事業者」と、第26条中「家庭的保育事業者」とあるのは、「居宅訪問型保育事業者」と読み替えるものとする。

第４１条

・居宅訪問型保育事業の基準

第８条

第８条
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項目 内容 改正前 改正後

事業所内保育事業を行う者は、次の表の左欄に掲げる利用定員数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める数以上の

その他の乳児または幼児の定員枠を設けなければならない。

ウ　イに掲げる施設および設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離

　が３０メートル以下となるように設けられていること。

エ　保育所型事業所内保育事業所の調理室以外の部分と保育所型事業所内保育事業所の調理室の部分が建築

　耐火構造の床もしくは壁または特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房または冷房の設備

　の風道が、当該床もしくは壁を貫通する部分またはこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

　(ア)　スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

　(イ)　調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するた

　　めに必要な措置が講じられていること。

オ　保育所型事業所内保育事業所の壁および天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

カ　保育室等その他乳幼児が出入し、または通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられているこ

　と。

キ　非常警報器具または非常警報設備および消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

ク　保育所型事業所内保育事業所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

・事業所内保育事業の基準

利用定員の設定 第４２条

第８条

保育所型事業所内保育

事業所の設備の基準
第４３条

①乳児または満2歳に満たない幼児を入所させる保育所型事業所内保育事業所には、乳児室またはほふく室、医務室、調

理室および便所を設けること。

②乳児室の面積　乳児または幼児1人につき1.65平方メートル以上

③ほふく室の面積　乳児または幼児1人につき3.3平方メートル以上

④乳児室またはほふく室には、保育に必要な用具を備えること。

⑤満2歳以上の幼児を入所させる保育所型事業所内保育事業所には、保育室または遊戯室、屋外遊戯場、調理室およ

び便所を設けること。

⑥保育室または遊戯室の面積　幼児1人につき1.98平方メートル以上

　屋外遊戯場の面積　幼児1人につき3.3平方メートル以上

⑦保育室または遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。

⑧保育室等を２階に設ける建物は次のア、イおよびカに掲げる要件に、保育室等を３階以上に設ける建物は次のアからクま

でに掲げる要件に該当するものであること。

ア　耐火建築物または準耐火建築物であること。

イ　保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄

　に掲げる施設または設備が一以上設けられていること。

２０人

６人

７人

１０人

１２人

１５人

２０人

４１人以上５０人以下

５１人以上６０人以下

６１人以上７０人以下

７１人以上

その他の乳児または幼児の数

１人

２人

３人

４人

５人

８人以上１０人以下

１１人以上１５人以下

１６人以上２０人以下

２１人以上２５人以下

２６人以上３０人以下

３１人以上４０人以下

利用定員数

１人以上５人以下

６人以上７人以下

階 区分 施設または設備

１　屋内階段

２　屋外階段

１　建築基準法施行令第１２３条第１項各号または同条第３項各号に規定する構造の屋内階段

２　待避上有効なバルコニー

３　建築基準法第２条第７号の２に規定する準耐火構造の屋外傾斜路またはこれに準ずる設備

４　屋外階段

１　建築基準法施行令第１２３条第１項各号または同条第３項各号に規定する構造の屋内階段

２　屋外階段

１　建築基準法施行令第１２３条第１項各号または同条第３項各号に規定する構造の屋内階段

２　建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の屋外傾斜路またはこれに準ずる設備

３　屋外階段

１　建築基準法施行令第１２３条第１項各号または同条第３項各号に規定する構造の屋内階段

２　建築基準法施行令第１２３条第２項各号に規定する構造の屋外階段

１　建築基準法施行令第１２３条第１項各号または同条第３項各号に規定する構造の屋内階段（ただ
し、同条第１項各号に規定する構造の屋内階段については、当該屋内階段の構造は、建築物の１階から
保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニーまたは付室（階段室が
同条第３項第２号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。）を
通じて連絡することとし、かつ、同条第３項第３号、第４号および第１０号を満たすものとする。）

２　建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

３　建築基準法施行令第１２３条第２項各号に規定する構造の屋外階段

４階以上
の階

常用

避難用

２階

常用

避難用

３階

常用

避難用
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項目 内容 改正前 改正後

保育所型事業所内保育

事業所の職員

保育所型事業所内保育事業所には、保育士、嘱託医および調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委

託する保育所型事業所内保育事業所または搬入施設から食事を搬入する保育所型事業所内保育事業所にあっては、調

理員を置かないことができる。

保育士の数は、①～④に掲げる区分に応じ、①～④に定める数の合計数以上とする。ただし、保育所型事業所内保育事

業所一につき2人を下回ることはできない。

①乳児　おおむね3人につき1人

②満1歳以上満3歳に満たない幼児　おおむね6人につき1人

③満3歳以上満4歳に満たない児童　おおむね15人につき1人

④満4歳以上の児童　おおむね25人につき1人

保育士の数の算定に当たっては、保育所型事業所内保育事業所に勤務する保健師、看護師または准看護師を、1人に限

り、保育士とみなすことができる。

第４４条

連携施設に関する特例

保育所型事業所内保育事業を行う者にあっては、連携施設の確保に当たって、保育内容の支援および代替保育の提供に

係る連携協力を求めることを要しない。

保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、法第6条の3第12項第2号に規定する事業を行う者であって、市長が適当と

認めるものについては、連携施設の確保をしないことができる。

第４５条

準用

　第24条から第26条までの規定は、保育所型事業所内保育事業について準用する。この場合において、第24条中「家庭

的保育事業」とあるのは「保育所型事業所内保育事業」と、「家庭的保育事業を行う者(次条および第26条において「家庭

的保育事業者」という。)」とあるのは「第43条に規定する保育所型事業所内保育事業を行う者(第46条において準用する

次条および第26条において「保育所型事業所内保育事業者」という。)」と、第25条中「家庭的保育事業」とあるのは「保育

所型事業所内保育事業」と、「家庭的保育事業者」とあるのは「保育所型事業所内保育事業者」と、第26条中「家庭的保

育事業者」とあるのは「保育所型事業所内保育事業者」と読み替えるものとする。

第４６条

小規模型事業所内保育

事業所の職員

事業所内保育事業を行う事業所には、保育従事者、嘱託医および調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全

部を委託する小規模型事業所内保育事業所または搬入施設から食事を搬入する小規模型事業所内保育事業所にあって

は、調理員を置かないことができる。

保育従事者の数は、①～④に掲げる区分に応じ、①～④に定める数の合計数に1を加えた数以上とし、そのうち半数以上は

保育士とする。

①乳児　おおむね3人につき1人

②満1歳以上満3歳に満たない幼児　おおむね6人につき1人

③満3歳以上満4歳に満たない児童　おおむね15人につき1人

④満4歳以上の児童　おおむね25人につき1人

保育士の数の算定に当たっては、小規模型事業所内保育事業所に勤務する保健師、看護師または准看護師を、1人に限

り、保育士とみなすことができる。

第４７条

準用

第24条から第26条までおよび第28条の規定は、小規模型事業所内保育事業について準用する。この場合において、第24

条中「家庭的保育事業」とあるのは、「小規模型事業所内保育事業」と、「家庭的保育事業を行う者(次条および第26条に

おいて「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「第47条第1項に規定する小規模型事業所内保育事業を行う者(第48条

において準用する次条および第26条において「小規模型事業所内保育事業者」という。)」と、第25条中「家庭的保育事

業」とあるのは「小規模型事業所内保育事業」と、「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模型事業所内保育事業者」と、

第26条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模型事業所内保育事業者」と、第28条中「小規模保育事業A型」とある

のは「小規模型事業所内保育事業」と、「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模型事業所内保育事業所」と、同条第

1号中「調理設備」とあるのは「調理設備(当該小規模型事業所内保育事業所を設置し、および管理する事業主が事業場

に附属して設置する炊事場を含む。第48条において準用する第4号において同じ。)」と、同条第4号中「次号ならびに第33

条第4号および第5号」とあるのは「第48条において準用する次号」と読み替えるものとする。

第４８条

保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。)また

は家庭的保育事業等が不足していることに鑑み、当分の間、第29条第2項各号または第44条第2項各号に定める数の合

計数が1となる時は、第29条第2項または第44条第2項に規定する保育士の数は1人以上とすることができる。ただし、配置

される保育士の数が1人となる時は、当該保育士に加えて、保育士と同等の知識および経験を有すると市長が認める者を置

かなければならない。

付則第６

条

当分の間、保育士の数の算定については、幼稚園教諭もしくは小学校教諭または養護教諭の普通免許状(教育職員免許

法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。)を有する者を、保育士とみなすことができる。

付則第７

条

付則第6条の事情に鑑み、当分の間、1日につき8時間を超えて開所する小規模保育事業所A型または保育所型事業所内

保育事業所において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が当該小規模保育事業所A型等に係る利用定員の総

数に応じて置かなければならない保育士の数を超えるときは、保育士の数の算定については、保育士と同等の知識および経

験を有すると市長が認める者を、開所時間を通じて必要となる保育士の総数から利用定員の総数に応じて置かなければなら

ない保育士の数を差し引いて得た数の範囲で、保育士とみなすことができる。

付則第８

条

付則第７条および第８条の規定を適用する時は、保育士を、保育士の数の3分の2以上、置かなければならない。
付則第９

条

小規模保育事業所A型お

よび保育所型事業所内保

育事業所の職員配置に係

る特例

第８条
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草津市放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例

　　※改正前条例での規定内容ごとに、改正後条例の条番号を記載（施行期日および現時点で適用されていない付則を除く。）

項目 内容 改正前 改正後

趣旨
この条例は、児童福祉法（以下「法」という。）の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する

基準を定めるものとする。
第１条

定義

次に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところによる。

①放課後児童健全育成事業　市長の監督に属する法に規定する放課後児童健全育成事業をいう。

②児童　法に規定する児童をいう。

③保護者　法に規定する保護者をいう。

第２条

最低基準の目的等

①条例に定める基準は、放課後児童健全育成事業を利用している児童が、明るくて、衛生的な環境において、素養があ

り、かつ、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。

②市は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。

第３条

最低基準の向上と放課後

児童健全育成事業者

①事業者は、最低基準を超えて、常に、その設備および運営を向上させなければならない。

②最低基準を超えて、設備を有し、または運営をしている事業者においては、最低基準を理由として、その設備または運営

を低下させてはならない。

③市長は、児童の保護者その他児童福祉にかかる当事者の意見を聴き、事業者に対し、最低基準を超えて、その設備お

よび運営を向上させるように勧告することができる。

第４条

放課後児童健全育成事

業の一般原則

①放課後児童健全育成事業における支援は、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭

にいないものにつき、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自

主性、社会性および創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図ることを目的

として行われなければならない。

②事業者は、利用者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

③事業者は、地域社会との交流および連携を図り、児童の保護者および地域社会に対し、事業者が行う放課後児童健

全育成事業の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

④事業者は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。

⑤事業を行う場所の構造設備は、採光、換気等利用者の保健衛生および利用者に対する危害防止に十分な考慮を払っ

て設けられなければならない。

第５条

放課後児童健全育成事

業者と非常災害

①事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具

体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。

②訓練のうち、避難および消火に対する訓練は、定期的に行わなければならない。

第６条

安全計画の策定等

①事業者は、利用者の安全の確保を図るため、事業所の設備の安全点検、職員、利用者等に対する事業所外での活

動、取組等を含めた事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修および訓練その他事業所

における安全に関する事項についての計画(以下「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じな

ければならない。

②事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、研修および訓練を定期的に実施しなければならない。

③事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容

等について周知しなければならない。

④事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

第６条の２

自動車を運行する場合の

所在の確認

事業者は、利用者の事業所外での活動、取組等のための移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、

利用者の乗車および降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握することができる方法により、利用者の所在を

確認しなければならない。

第６条の３

利用者の支援に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者でな

ければならない。
第７条

暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない者でなければならない。 第３条

できる限り児童福祉事業の理論および実際について訓練を受けた者でなければならない。 第７条

放課後児童健全育成事

業者の職員の知識および

技能の向上等

①職員は、常に自己研鑽に励み、児童の健全な育成を図るために必要な知識および技能の修得、維持および向上に努め

なければならない。

②事業者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

第８条

設備の基準

①事業所には、遊びおよび生活の場としての機能ならびに静養するための機能を備えた区画（以下「専用区画」という。）

を設けるほか、支援の提供に必要な設備および備品等を備えなければならない。

②専用区画の面積 児童１人につきおおむね１．６５平方メートル以上

③専用区画ならびに設備および備品等は、事業所を開所している時間帯を通じて専ら当該放課後児童健全育成事業の

用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

④専用区画等は、衛生および安全が確保されたものでなければならない。

第９条

①事業者は、事業所ごとに、支援員を置かなければならない。

②支援員の数は、支援の単位ごとに２人以上とする。ただし、その１人を除き、補助員をもってこれに代えることができる。

③支援員は、資格要件等を満たす者であって、都道府県知事または指定都市もしくは中核市の長が行う研修を修了したも

のでなければならない。

第７条

④資格要件等を満たす者であって、２年以内に研修を修了する予定のものとして事業者が認めるものを、同一の事業者に

つき１回に限り、支援員とみなすことができる。

⑤事業者は、支援員とみなしたときは、その旨を書面で市長に届け出なければならない。

第４条

⑥支援の単位は、放課後児童健全育成事業における支援であって、その提供が同時に一または複数の利用者に対して一

体的に行われるものをいい、一の支援の単位を構成する児童の数は、おおむね４０人以下とする。

⑦支援員および補助員は、支援の単位ごとに専ら当該支援の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者が２０

人未満の事業所であって、支援員のうち１人を除いた者または補助者が同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に

従事している場合その他の利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

第７条

議第９７号

第７条

第７条

放課後児童健全育成事

業者の職員の一般的条件
第７条

職員 第１０条

■主な基準の概要について（青色は国の基準を参照しなければならない基準、赤字箇所は市独自基準）
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項目 内容 改正前 改正後

利用者を平等に取り扱う

原則
事業者は、利用者の国籍、信条または社会的身分によって、差別的取扱いをしてはならない。 第１１条 第７条

①職員は、利用者に対し、利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 第７条

②事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職

員に対して研修の機会を確保しなければならない。
第６条

③事業者は、要保護児童に関し、早期発見ならびに関係機関との円滑な連携および協力に努めなければならない。 第５条

業務継続計画の策定

①事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するための、および非常

時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必

要な措置を講ずるよう努めなければならない。

②事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修および訓練を定期的に実施するよう努め

なければならない。

③事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。

第１２条の

２

衛生管理等

①利用者の使用する設備、食器等または飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講

じなければならない。

②感染症または食中毒が発生し、またはまん延しないように、職員に対し、感染症および食中毒の予防およびまん延の防止

のための研修ならびに感染症の予防およびまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

③必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。

第１３条

運営規程

事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

①事業の目的および運営の方針

②職員の職種、員数および職務の内容

③開所している日および時間

④支援の内容および当該支援の提供につき利用者の保護者が支払うべき額

⑤利用定員

⑥通常の事業の実施地域

⑦事業の利用に当たっての留意事項

⑧緊急時等における対応方法

⑨非常災害対策

⑩虐待の防止のための措置に関する事項

⑪その他事業の運営に関する重要事項

第１４条

放課後児童健全育成事

業者が備える帳簿
事業者は、職員、財産、収支および利用者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。 第１５条

秘密保持等

①職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはならない。

②事業者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことがない

よう、必要な措置を講じなければならない。

第１６条

苦情への対応

①事業者は、利用者またはその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるために、窓口を

設置する等の必要な措置を講じなければならない。

②事業者は、市から指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行わなければならない。

③事業者は、社会福祉法に規定する運営適正化委員会が行う調査にできる限り協力しなければならない。

第１７条

開所時間および日数

①事業所を開所する時間について、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める時間以上を原則として、その地域における児

童の保護者の労働時間、小学校の授業の終了の時刻その他の状況等を考慮して、当該事業所ごとに定める。

　・小学校の授業の休業日に行う放課後児童健全育成事業　１日につき８時間

　・小学校の授業の休業日以外の日に行う放課後児童健全育成事業　１日につき３時間

②事業者は、事業所を開所する日数について、１年につき２５０日以上を原則として、その地域における児童の保護者の

就労日数、小学校の授業の休業日その他の状況等を考慮して、当該事業所ごとに定める。

第１８条

保護者との連絡
事業者は、常に利用者の保護者と密接な連絡をとり、当該利用者の健康および行動を説明するとともに、支援の内容等に

つき、その保護者の理解および協力を得るよう努めなければならない。
第１９条

関係機関との連携
事業者は、市、児童福祉施設、利用者の通学する小学校等関係機関と密接に連携して利用者の支援に当たらなければ

ならない。
第２０条

事故発生時の対応

①事業者は、利用者に対する支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに、市、当該利用者の保護者等に連絡を

行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

②事業者は、利用者に対する支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければなら

ない。

第２１条

第７条

虐待等の防止 第１２条
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草津市乳児等通園支援事業の設備および運営に関する基準を定める条例

　　※国基準での規定内容ごとに、条例の条番号を記載

・共通の基準

項目 内容 国基準 市条例

趣旨

設備運営基準は、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員が、乳児等通園支援を提

供することにより、乳児等通園支援事業を利用している乳児または幼児が、心身ともに健やかに育成されることを保障するもの

とする。

第1条

最低基準の目的
条例で定める基準（以下「最低基準」という。）は、利用乳幼児が、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとす

る。
第2条

最低基準の向上

①市長は乳児等通園支援事業者に対し、最低基準を超えて、その設備および運営を向上させるように勧告することができ

る。

②市は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。

第3条

最低基準と乳児等通園支

援事業者

①事業者は、最低基準を超えて、その設備および運営を向上させなければならない。

②最低基準を超えて、設備を有し、または運営をしている乳児等通園支援事業者においては、最低基準を理由として、その

設備または運営を低下させてはならない。

第4条

乳児等通園支援事業者の

一般原則

①事業者は、利用乳幼児の人権に十分配慮してその運営を行わなければならない。

②事業者は、地域社会との交流および連携を図り、利用乳幼児の保護者および地域社会に対し、運営の内容を適切に説

明するよう努めなければならない。

③事業者は、自己評価を行い、常に事業の質の改善を図らなければならない。

④事業者は、定期的に外部評価を受けて、その結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

⑤事業所には、法に定める事業の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。

⑥事業所の構造設備は、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生および利用乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払っ

て設けられなければならない。

第5条

乳児等通園支援事業者と

非常災害

①事業者は、消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、こ

れに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。

②事業者は、少なくとも毎月1回、避難および消火に関する訓練を行わなければならない。

第6条

安全計画の策定等

①事業者は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、安全計画を策定し、必要な措置を講じなければならない。

②事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、研修および訓練を定期的に実施しなければならない。

③事業者は、保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければなら

ない。

④事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

第7条

自動車を運行する場合の

所在の確認

①利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利用乳幼児の所在を確認しなければならない。

②利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の

見落としを防止する装置を備え、所在の確認を行わなければならない。

第8条

乳児等通園支援事業所の

職員の一般的条件

職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉

事業の理論および実際について訓練を受けた者でなければならない。
第9条

乳児等通園支援事業所の

職員の知識および技能の

向上等

①職員は、常に自己研鑽に励み、法に定める事業の目的を達成するために必要な知識および技能の修得、維持および向上

に努めなければならない。

②事業所は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

第10条

他の社会福祉施設等を併

せて設置するときの設備お

よび職員の基準

他の社会福祉施設等を併せて設置するときは、当該乳児等通園支援事業所の設備および職員の一部を併せて設置する他

の社会福祉施設等の設備および職員に兼ねることができる。（職員に係る部分に限る。）
第11条

利用乳幼児を平等に取り

扱う原則

利用乳幼児の国籍、信条、社会的身分または利用に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならな

い。
第12条

虐待等の禁止 利用乳幼児に対し、心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 第13条

衛生管理等

①利用乳幼児の使用する設備、食器等または飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置

を講じなければならない。

②感染症または食中毒が発生し、またはまん延しないように、職員に対し、感染症および食中毒の予防およびまん延の防止の

ための研修ならびに感染症の予防およびまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

③必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。

第14条

食事
食事の提供を行う場合においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備

を備えなければならない。
第15条

乳児等通園支援事業所

内部の規程

次に掲げる乳児等通園支援事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

①乳児等通園支援事業の目的および運営の方針

②その提供する乳児等通園支援の内容

③職員の職種、員数および職務の内容

④乳児等通園支援の提供を行う日および時間ならびに行わない日

⑤保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由およびその額

⑥利用定員

⑦乳児等通園支援事業の利用の開始および終了に関する事項その他の利用に当たっての留意事項

⑧緊急時等における対応方法

⑨非常災害対策

⑩虐待の防止のための措置に関する事項

⑪その他乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項

第16条

議第９８号

第５条

■主な基準の概要について（黄色は国の基準に従うべき基準、青色は国の基準を参照しなければならない基準、赤字箇所は市独自基準）
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項目 内容 国基準 市条例

乳児等通園支援事業所に

備える帳簿
事業所には、職員、財産、収支および利用乳幼児の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。 第17条

秘密保持等

①職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児またはその家族の秘密を漏らしてはならない。

②事業所の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児またはその家族の秘密を漏らすことがないよう、必

要な措置を講じなければならない。

第18条

苦情への対応

①事業者は、利用乳幼児またはその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口

を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

②事業者は、市からの指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行わなければならない。

第19条

電磁的記録
事業者およびその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定されているまたは想定されるもの

については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。
第27条

暴力団員等の排除
事業者およびその職員は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員または暴

力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者であってはならない。
ー 第３条

要保護児童
乳児等通園支援事業者およびその職員は、要保護児童に関し、早期発見ならびに関係機関との円滑な連携および協力に

努めなければならない。
ー 第４条

・一般型の基準

項目 内容 国基準 市条例

事業の区分
一般型乳児等通園支援事業

施設の利用定員とは別に定員を設け、受入れを行う。（在園児合同実施、専用室独立実施、独立施設実施）
第20条

（基本的な基準）

０歳～満２歳未満：乳児室またはほふく室および便所を設けること。

　　　　 満２歳以上：保育室または遊戯室および便所を設けること。

　　　　　　　　　　　　　※上記設備に乳児等通園支援の提供に必要な用具を備えること。

（面積基準）

０歳～満２歳未満：乳児室 1.65㎡/人、ほふく室 3.3㎡/人

　　　　 満２歳以上：保育室または遊戯室 1.98㎡/人

（保育室等が2階以上の場合の基準）

　・建物は耐火建築物または準耐火建築物であること。

　・常用、避難用の区分ごとに屋内階段、屋外階段等を設けること。

　・乳幼児が出入し、または通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

（保育室等が3階以上の場合の基準：2階以上の基準に加えて以下を満たすこと）

　・保育室等から屋内階段、屋外階段等へは歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。

　・壁および天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

　・非常警報器具または非常警報設備および消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

　・カーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

第21条

第1号～

第7号

（調理設備に係る部分）

調理設備を設ける場合には、以下のいずれかの基準に該当すること。

①スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

②調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理設備の外部への延焼を防止するために必

要な措置が講じられていること。

③当該調理設備以外の部分と一般型乳児等通園支援事業所の調理設備の部分が耐火構造の床もしくは壁または特定

防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房または冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部

分またはこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

第21条

第8号

職員

（従事者の数）

 乳児：おおむね３人につき１人以上

 満 1 歳～満 3 歳未満の幼児：おおむね６人につき１人以上

 従事者の半数以上を保育士とし、配置する従事者が 2 人を下回らないこと(※)

 ※一体的に運営する保育所等から支援を受けることができ、専任の保育士を配置する場合、1 人でも可

第22条

第22条の

2

乳児等通園支援の内容
乳児等通園支援は、乳児等通園支援事業の特性に留意して、利用乳幼児およびその保護者の心身の状況等に応じて提

供されなければならない。
第23条

保護者との連絡
利用乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、乳児等通園支援の内容等につき、その保護者の理解および協力を得るよう努め

なければならない。
第24条

・余裕活用型の基準

項目 内容 国基準 市条例

事業の区分
余裕活用型乳児等通園支援事業

保育所等の空き定員の枠を活用して受入れを行う
第20条

設備および職員

保育所の基準等を適用

①保育所：児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（保育所に係るものに限る。）

②幼保連携型認定こども園以外の認定こども園：認定こども園法第３条第２項に規定する主務大臣が定める施設の設

備及び運営に関する基準

③幼保連携型認定こども園：幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準

④家庭的保育事業等を行う事業所：家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（居宅訪問型保育事業に係る

ものを除く。）

第25条

準用
第23条および第24条の規定（乳児等通園支援事業の内容および保護者との連絡）は、余裕活用型乳児等通園支援

事業について準用する。
第26条

第５条

設備

第５条

第５条
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 （単位：千円・％）

 予 算 額 A 構成比 (A-B)/B  予 算 額 B 構成比

◎令和７年 １１月補正予算  会計別総括表

会       計       名 現計予算額 補 正 額
 補　　　　正　　　　後 令和６年度最終予算額

0 232,179 0.2

66,074,616 65.3一　　般  　会  　計 65,906,617 1,216,193 67,122,810 65.1 1.6

6.6 217,778 0.2

2.5 10,340,382 10.2

△ 1.1 11,609,141 11.5

介護保険事業 10,584,577 18,506 10,603,083 10.3

1.2学校給食センター 1,235,600 2,124 1,237,724 1.2 2.1 1,212,721

3.9水道事業 4,534,000 15,206 4,549,206 4.4 13.8 3,997,293

後期高齢者医療 2,102,099 503 2,102,602 2.0 0.9 2,084,328 2.1

2.1 5,720,481 5.6下水道事業 5,830,000 8,893 5,838,893 5.7

34.7

総　　　　　計 101,905,259 1,267,736 103,172,995 100.0 1.9 101,256,740 100.0

特別会計 合計 35,998,642 51,543 36,050,185 34.9 2.5 35,182,124

特
　
　
　
　
　
別
　
　
　
　
　
会
　
　
　
　
　
計

国民健康保険事業 11,480,187 6,311 11,486,498 11.1

財産区 232,179
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 予  算  額 構成比
対前年
最終比

 予  算  額  構成比

 1.市税 26,566,019 0 26,566,019 39.6 4.9 25,314,920 38.3

 2.地方譲与税 339,000 0 339,000 0.5 △ 1.5 344,000 0.5

 3.利子割交付金 21,000 0 21,000 0.0 50.0 14,000 0.0

 4.配当割交付金 195,000 0 195,000 0.3 38.3 141,000 0.2

 5.株式等譲渡所得割交付金 295,000 0 295,000 0.4 76.6 167,000 0.3

 6.法人事業税交付金 483,000 0 483,000 0.7 6.4 454,000 0.7

 7.地方消費税交付金 3,751,000 0 3,751,000 5.6 2.5 3,659,000 5.5

 8.環境性能割交付金 62,000 0 62,000 0.1 △ 6.1 66,000 0.1

 9.地方特例交付金 165,000 0 165,000 0.2 △ 80.1 831,000 1.3

10.地方交付税 3,086,000 212,514 3,298,514 4.9 12.0 2,945,092 4.5

11.交通安全対策特別交付金 14,124 0 14,124 0.0 △ 4.0 14,705 0.0

12.分担金及び負担金 324,879 0 324,879 0.5 2.1 318,191 0.5

13.使用料及び手数料 1,263,794 0 1,263,794 1.9 2.6 1,232,256 1.9

14.国庫支出金 13,546,948 4,820 13,551,768 20.2 5.4 12,852,758 19.4

15.県支出金 5,870,624 1,940 5,872,564 8.8 10.0 5,338,042 8.1

16.財産収入 199,566 0 199,566 0.3 39.4 143,133 0.2

17.寄附金 899,279 620,000 1,519,279 2.3 70.6 890,452 1.3

18.繰入金 3,171,756 280,948 3,452,704 5.1 32.0 2,616,481 4.0

19.繰越金 303,870 90,971 394,841 0.6 △ 28.5 552,291 0.8

20.諸収入 1,359,458 0 1,359,458 2.0 36.2 998,036 1.5

21.市債 3,989,300 5,000 3,994,300 6.0 △ 44.4 7,182,259 10.9

   歳　　入　　合　　計         65,906,617 1,216,193 67,122,810 100.0 1.6 66,074,616 100.0

 1.議会費 311,301 2,310 313,611 0.5 1.6 308,808 0.5

 2.総務費 8,223,342 989,911 9,213,253 13.7 22.3 7,534,788 11.4

 3.民生費 30,502,442 31,635 30,534,077 45.5 5.2 29,020,685 43.9

 4.衛生費 4,466,650 36,946 4,503,596 6.7 14.8 3,922,067 5.9

 5.労働費 291,293 △ 5,770 285,523 0.4 171.0 105,371 0.2

 6.農林水産業費 564,198 8,146 572,344 0.9 1.1 565,929 0.9

 7.商工費 227,464 51,408 278,872 0.4 30.7 213,307 0.3

 8.土木費 5,272,882 13,205 5,286,087 7.9 △ 43.3 9,320,484 14.1

 9.消防費 2,222,905 2,788 2,225,693 3.3 24.7 1,784,270 2.7

10.教育費 8,700,096 85,614 8,785,710 13.1 7.3 8,185,341 12.4

11.公債費 4,658,305 0 4,658,305 6.9 6.5 4,374,502 6.6

12.諸支出金 435,739 0 435,739 0.7 △ 38.5 709,064 1.1

13.予備費 30,000 0 30,000 0.0 0.0 30,000 0.0

   歳　　出　　合　　計           65,906,617 1,216,193 67,122,810 100.0 1.6 66,074,616 100.0

◎令和７年　１１月補正予算  一般会計款別総括表

 （単位：千円・％）

補　　　　正　　　　後 令和６年度最終予算額
科　　　　　　目 現計予算額 今回補正額
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◎令和７年 １１月補正予算概要 

 

一般会計                                            （単位：千円） 

事  務  事  業  名 金   額 説                       明 

職員費 228,897 人勧影響分                     242,449 

その他新陳代謝等                     40,844 

 

令和７年人事院勧告および滋賀県人事委員会勧告

に準じた給与改定を実施するとともに、新陳代謝等に

伴う所要の調整を行うもの 

   （資料１のとおり）  
各事務事業 

（会計年度任用職員） 
54,396 

ふるさと創生基金 

積立金 
620,000 

ふるさと寄附金積立金          620,000 

 

ふるさと寄附金の増収に伴う積立金の増額を計上 

  

シティセールス推進費 280,920 

ふるさと寄附運営費              280,920 

 

ふるさと寄附金の増収に伴う諸経費の増額を計上 

地域まちづくり 

センター管理運営費 
5,560 

渋川まちづくりセンター空調設備改修費   5,560 

＜債務負担行為（R7～R8）                 8,400＞ 

                   計 13,960 

 

 渋川まちづくりセンターのロビーにおける空調が

故障したことから、改修に係る所要額および債務負担

行為を計上 

火葬場等管理運営費 3,144 

火葬場燃料タンク設置費          2,972 

 

火葬場燃料タンクの検査の結果、タンク内に穴が確

認されたことから、消防との協議により、屋外タンク

設置に係る所要額を計上 
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一般会計（続き）                                       （単位：千円）  

事  務  事  業  名 金   額 説                       明 

商工業振興推進費 6,086 

産業用地確保検討調査費                  5,896 

 

新たな産業用地の確保に向けて、農業用ため池のう

ち、頓蓮池を産業用地として検討するに当たり、過去

にオニバスが確認された経緯を踏まえ、生態状況等の

調査に係る所要額を計上 

（資料２のとおり） 

草津川跡地整備事業費 ―  

草津川跡地（区間６）民間事業者誘致事業費 

＜債務負担行為（R7～R9）        315,000＞ 

 

草津川跡地（区間６）の整備・運営に民間事業者の

持つ活力の導入を図るため、公募設置管理制度（Park-

PFI）を活用した事業者の公募に係る債務負担行為を

計上  

都市計画街路事業費 △19,107 

 

平野南笠線整備費             △19,107 

＜債務負担行為（R7～R8）                34,900＞ 

                    計  15,793 

 

滋賀県と草津市が全線での更なる検討を一体とな

って進める必要が生じたことから、当初予定していた

業務の見直しによる事業費の減額を行うとともに、新

浜工区および南笠工区での測量業務等と滋賀県が実

施する予備設計等への負担金に係る債務負担行為を

計上 

 

教育相談支援運営費 5,111 

やまびこ教育相談室整備・運営費       5,025 

 

現在２か所（青地・上笠）で運営している「やまび

こ教育相談室」について、不登校などの悩みや不安を

抱える児童生徒等の増加に対応するため、新たな教室

の開設および運営に係る所要額を計上 

（資料３のとおり） 
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一般会計（指定管理に係る債務負担行為補正）                （単位：千円） 

事  務  事  業  名 金  額 説                       明 

自転車駐車場管理運営費 ― 
[草津駅東自転車駐車場 施設管理委託料 

〔指定管理〕(債務負担行為 R7～R12)   83,800] 

南草津駅自転車自動車 

駐車場管理運営費 
― 

[南草津駅自転車自動車駐車場 施設管理委託料 

〔指定管理〕(債務負担行為 R7～R12)   167,200] 

草津川跡地公園運営費 ― 
[草津川跡地公園（区間２・区間５）施設管理委託料 

〔指定管理〕(債務負担行為 R7～R12)   458,300] 

草津駅前地下駐車場 

管理運営費 
― 

[草津駅前地下駐車場 施設管理委託料 

〔指定管理〕(債務負担行為 R7～R12)   195,200] 

都市公園等維持管理費 ― 
[弾正公園他１施設 管理委託料 

〔指定管理〕(債務負担行為 R7～R12)  287,000] 

社会体育施設管理運営費 ― 
[総合体育館他５施設 管理委託料 

〔指定管理〕(債務負担行為 R7～R12)   420,000] 

 

 

《 指定管理一覧 》                             （単位：千円） 

施設名 指定予定団体名 
債務負担行為限度額 

（指定期間） 

草津駅東自転車駐車場 ミディ総合管理株式会社 
83,800 

(R8～R12) 

南草津駅自転車自動車 

駐車場 

一般社団法人 

草津市勤労者福祉サービスセンター 

167,200 

(R8～R12) 

草津川跡地公園（区間２） 
草津川跡地公園 

マネジメント・パートナーズ 

458,300 

(R8～R12) 
草津川跡地公園（区間５） 

草津駅前地下駐車場 大五産業株式会社 
195,200 

(R8～R12) 

弾正公園・野村公園 

くさつスポーツアクティブ事業体 

287,000 

(R8～R12) 

総合体育館・野村運動 

公園・ふれあい運動場・ふ

れあい体育館・武道館・三

ツ池運動公園 

420,000 

(R8～R12) 
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上段：年度末基金残高（単位：百万円）　　下段：対前年伸び率

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7見込

4,598 5,038 4,875 5,107 5,343 5,544 6,402 6,738 7,017 6,189

-5.6% 9.6% -3.2% 4.8% 4.6% 3.8% 15.5% 5.2% 4.1% -11.8%

2,925 2,527 2,378 2,380 2,381 3,181 3,781 4,983 4,984 4,698

0.1% -13.6% -5.9% 0.1% 0.0% 33.6% 18.9% 31.8% 0.0% -5.7%

6,790 6,976 6,681 5,727 5,428 6,992 7,852 7,899 8,108 7,860

-16.6% 2.7% -4.2% -14.3% -5.2% 28.8% 12.3% 0.6% 2.6% -3.1%

14,313 14,541 13,934 13,214 13,152 15,717 18,035 19,620 20,109 18,747

-10.2% 1.6% -4.2% -5.2% -0.5% 19.5% 14.7% 8.8% 2.5% -6.8%

上段：年度末市債残高（単位：百万円）　　下段：対前年伸び率

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7見込

16,859 16,885 16,234 15,628 15,090 15,375 14,340 12,992 11,632 10,287

-0.4% 0.2% -3.9% -3.7% -3.4% 1.9% -6.7% -9.4% -10.5% -11.6%

1,014 783 584 432 830 715 616 531 460 404

-18.4% -22.8% -25.4% -26.0% 92.1% -13.9% -13.8% -13.8% -13.4% -12.2%

22,138 28,090 28,260 28,499 30,189 28,426 26,653 27,107 30,982 32,843

8.7% 26.9% 0.6% 0.8% 5.9% -5.8% -6.2% 1.7% 14.3% 6.0%

40,011 45,758 45,078 44,559 46,109 44,516 41,609 40,630 43,074 43,534

3.8% 14.4% -1.5% -1.2% 3.5% -3.5% -6.5% -2.4% 6.0% 1.1%

建設事業債等

臨時財政対策債

※Ｒ７市債残高見込みは、令和７年度１１月市議会補正予算までの市債償還額および新規借入予算額を反映しています。

基金残高　合計

減収補塡債等

●一般会計・市債残高の推移　直近１０年間（H２８～Ｒ７）　Ｒ７．１１月補正後

特定目的基金

財政調整基金

減債基金

●基金残高の推移　直近１０年間（H２８～Ｒ７）　Ｒ７．１１月補正後

※Ｒ７基金残高見込みは、令和７年度１１月市議会補正予算までの基金積立金、基金繰入金（取り崩し）予算額を反映してい
ます。

市債残高　合計
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資料１ 

 

 

■令和７年人事院勧告および滋賀県人事委員会勧告  

【人事院勧告概要】 

<月例給> 実施日：令和７年４月１日（遡及適用） 

・俸給表 

民間企業における初任給の動向や、公務において人材確保が喫緊の課題であることを踏

まえ、一般職試験（大卒程度）に係る初任給を 12,000 円、一般職試験（高卒者）に係る初

任給を 12,300 円引上げ。若年層に重点を置きつつ、その他の職員も昨年を大幅に上回る改

定。（平均改定率 3.3％） 

 

<ボーナス> 実施日：法律の公布日 

・民間賞与の支給状況を踏まえ、期末・勤勉手当の支給月数を引き上げ 

4.60 月分→4.65 月分（+0.05 月） 

・引き上げ分は期末手当および勤勉手当に均等に配分 

 6 月期 12 月期 

令和７年度 期末手当 

勤勉手当 

1.25  月（支給済み） 

1.05  月（支給済み） 

1.275 月（現行 1.25 月） 

1.075 月（現行 1.05 月） 

令和８年度 期末手当 

以降    勤勉手当 

1.2625  月 

1.0625  月 

1.2625  月 

1.0625  月 

 

【滋賀県の人事委員会勧告】 

<民間給与との較差に基づく給与改定>  

・月例給およびボーナスについては、国の人事院勧告に準じて改定。(平均改定率 3.28％) 

 

【市の対応予定】 

一般職の月例給およびボーナス、特別職のボーナスの改定を国・県に準じて行う（草津市

平均改定率 3.34％）。１１月定例会において議決を得た後に、１２月２６日（金）に差額支

給を行う予定。 

 

令和７年度補正予算額 

○一般会計                        【単位：千円】 

 人勧影響分 その他 合計 

正規職員（特別職を含む） 188,053 40,844 228,897 

会計年度任用職員 54,396 0 54,396 

合計 242,449 40,844 283,293 

 

○特別会計                        【単位：千円】 

 人勧影響分 その他 合計 

正規職員（特別職を含む） 19,364 ▲3,841 15,523 

会計年度任用職員 8,360 0 8,360 

合計 27,724 ▲3,841 23,883 

 

令 和 ７ 年 度  給 与 改 定 の 概 要 
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産業用地確保検討調査費

本市では、工業地の未利用地が少なく、新たな工場や

研究所等の立地機会を損失する状況が続いており、市内

企業等の事業拡大や移転に対応するため、新たな産業

用地の確保が必要となっています。

このため、「草津市産業用地創出に向けた具体的な取

組」に基づき、地区計画制度の運用基準の見直し検討と

併せて、市内の農業用ため池の利活用について検討を進

めているところです。

市内農業用ため池のうち、「頓蓮池」については、過年

度において農業用ため池としての機能が不要であることが

整理されていることから、先行的に利活用の検討に向けた

調査を実施します。

頓蓮池について、過去の環境アセスメント調査において、絶滅危惧種に指定されている植物「オニバ

ス」が確認された経緯があることから、専門家による意見を踏まえた上で、オニバス生態状況の調査を実

施します。

・業務名：産業用地の確保に係る検討調査業務

・委託期間：令和７年１２月下旬～令和８年２月上旬

令和７年１２月下旬 契約締結

令和８年１月～２月 調査の実施

令和８年度以降 調査結果を踏まえ、産業用地確保に向けた取組を進めます。

１．事業の目的

資料２

２．調査の内容

３．補正予算額

【歳 出】 ５，８９６千円 （委託料）

４．スケジュール

【位置図】

頓蓮池

県立湖南農業
高等学校
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【歳 入】 ５２千円
滋賀県子ども・子育て施策推進交付金（学習システム使用料に係る補助）

【歳 出】 ５，０２５千円
・人件費（指導員:会計年度任用職員２名）
・テナント賃料等の使用料
・ネットワーク整備委託料
・備品購入費
・学習システム使用料・登録料
・その他事務費

やまびこ教育相談室整備・運営費

現在２か所(青地・上笠)で運営している「やまびこ教育相談室」について、不登校などの悩みや不安
を抱える児童生徒等の増加に対応するため、新たな教室を開設します。

市内の児童生徒および不登校者の増加に伴い、教育相談や社会的自立支援のニーズが高まってお
り、特に、老上・玉川中学校区では「学びの場がない児童生徒」の人数が他学区に比べて多い状況に
あることから、南草津駅近傍にやまびこ教育相談室が必要です。
同学区内において、テナント物件を賃借して新たな教室を設置し、広く市全体の支援体制の充実を
図ります。

令和８年１月中旬 不動産賃貸借契約締結、ネットワーク整備、備品搬入
令和８年２月上旬 やまびこ教育相談室 開室

１．事業の概要

資料３

２．事業の目的・内容

３．補正予算額

８６６千円
２，２３８千円

６３５千円
９４７千円
１０５千円
２３４千円

４．スケジュール
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